
 
 

 

 

Ⅳ 国会審議の準備史料 

 

 

１．労働組合法案逐条説明（労働省労政局） 

 

・史料中の傍線・二重傍線は手書きの書込み。原本は手書き（ガリ版刷り）であり、表記の様

式は統一されていない。漢字は新旧字体が混在しているのをそのままの形で収録し、略字は

正規の字体にして表記した。また、脱字、誤字であることが明らかな箇所は補正し、判読困

難または史料自体の字ヌケの箇所は□で示した。 

・本史料「労働組合法案逐條説明 労働省労政局」と表記のある頁の前の用紙に「S24.5第５回

国会」のメモが綴じ込まれている。 

 

史料出所：国立国会図書館佐藤達夫文書  

 

労働組合法案逐條說明 

労働省労政局  

 

   第一章 總 則 

 本章は、法案全体に対する總則的規定即ち本法の目的、労働組合及び労働者の定義、並

びに警察吏員及び消防吏員の組合結成、組合加入の禁止についての規定を置いている。現

行法においては、官公吏に関する第四條第一項の規定があるが、これは政令第二百一号の

公布並びに國家公務員法の改正に伴い不必要な條文となったので削除した。 

第一條（目的） 

一、本條第一項は、労働組合法の目的を具体的に規定し、第二項は、労働組合の正當活動

に対する刑事上の免責及免責を受けることのできない行爲を規定したものである。 

二 (1) 現行労働組合法は新憲法施行前に制定されたものであり、第一條の目的に関する

規定も、憲法第二十八條の規定と同趣旨のことを規定しているにすぎない。しかしなが

ら労働組合法の最大の使命が、この憲法に規定されている基本原則を、より具体的に規

定し、これを保障するにあることはいうまでもない。かかる点より、本法案においては、

現行法第一條を改正し、次の三つの目的を規定し、憲法第二十八條の根本精神の具体化

を図ったのである。 

（一） 労働者の地位の向上 労働者が使用者と交渉する場合において、対等の立場に

たつことは、その地位の向上のための根幹であることはいうまでもなく、本條は、ま

ずその目的の第一として、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを

促進することによって、労働者の地位を向上させることを目的としている。 

（二） 団結権の擁護 本條において、「労働者がその労働條件について交渉するため

に自ら代表者を選出すること、その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組

織し、団結することを擁護すること」を目的として揭げているのは、新憲法の根本精
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神より当然のことであり、第二章において労働者が自由に且つ自主的に労働組合を結

成し、運営するための民主的手続を定め、更に使用者の行う不当労働行爲を禁止して、

団結権、団体交渉その他の団体行動をする権利の実質的確保を図っているのである。 

（三） 団体交渉及びその手続の助成 本條がその目的の第三として「使用者と労働者

との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を

助成すること」を揭げているのは、労働協約を締結するための団体交渉が労働組合の

最も基本的な行爲であり、その適正な運用によってはじめて労資間の不和を除去し、

労働條件の向上を齎しうる点からいって当然のことであり、第七條第二号は、使用者

が正当の理由なくして、その雇用する労働者の代表者と団体交渉することを拒みえな

いことを規定している。 

(2) 第二項本文は、現行法第一條第二項の規定と同じものである。即ち、刑法第三十五條

において「法令又ハ正当ノ業務ニ因リ爲シタル行爲ハ之ヲ罰セズ」と規定してあるが、

労働組合の行爲であって、第一項に揭げる目的達成のためにした正当なものは、この「正

当ノ業務ニ因リ爲シタル行爲」に含まれることを明かにした規定である。但書は改正法

案において新たに加わった規定であるが、この趣旨は、労働組合の行爲としてなされた

ものは、すべて正当であるというような極端な論が一部に行われていた爲、労働組合の

行爲には、社会通念に従って正当なものと不当なものとがあること、及び殺人、傷害、

器物損壞の行爲その他の身体又は財産に対する暴力の行使は、いかなる場合においても

正當な行爲にはならず、それが刑法の犯罪構成要件に該当するときは、処罰を免れない

ことを特に明かにしたものである。勿論これ以外の行爲であっても秩序を紊すようなも

の、権利の濫用にわたるようなものその他労働組合の行爲であって不当なものがあるこ

とはいうまでもなく、かかる不当な行爲について本項本文の免責がないことも当然であ

る。本項の規定は、所謂宣言的規定であって、刑法第三十五條の解釈として当然の事で

あるが、戰前において労働組合の運動が往々にして不当な彈圧を蒙ったこと、又現行法

施行後においては労働運動が往々にして暴力の行使等を伴った事例に徴し、特に念の爲

に規定したものである。 

第二條（労働組合） 

一、本條は現行法第二條を改正したものであって、本法にいう労働組合の定義を規定した

ものである。 

一、本條は現行法第二條第一号及び第二号の内容について、從来解釈上不明確な点があっ

たので、これを具体的且つ詳細に規定した他は、原則として現行法の趣旨と変らない。

先づ「労働者が主体となって」というのは、労働組合の構成員中その大部分が労働者で

あって、それらの労働者が量質共にその構成の主体とならなければならないという意味

である。次に「自主的に」というのは、労働者が自らすすんで労働條件の維持改善その

他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として労働組合を組織することをいい、使

用者、政府又は政党その他外部の者の干与、支配を許さない趣旨である。しかして本法

にいう労働組合の中には、第一号から第四号までに該当する団体を含まないことは、現

行法と同様である。 

(1) 第一号は、現行法においては單に「使用者又ハ其ノ利益ヲ代表スト認ムベキ者ノ参加

ヲ許スモノ」と規定してあったために、その限界が必ずしも明瞭でなく、それが時とし
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ては、労働組合の自主性阻害の原因となったので、これをより具体的且つ詳細に規定し

たものである。なお現行法〔２条１号〕における「使用者」を削除したのは、労働組合

に使用者が加入すべきでないことは、当然のことであるからである。次に本号中「役員」

とは、使用者が法人その他の団体である場合において、社長、取締役、監査役その他理

事会又はこれに類するものゝ構成員をいい「雇入、解雇、昇進、又は異動に関して直接

の権限を持つ監督的地位にある労働者」とは、労働者に対して監督的地位にある労働者

であり、労働者の雇入、解雇、昇進又は異動について直接これを決定する権限を有する

者をいうのであって、人事課長、労務課長はいうまでもなく、技術内及経営面〔技術乃

至経営面・後掲史料２第二条八問の答参照〕の部課長等であっても、このような権限を

持つ者はすべて含まれる。なおこの場合においてその役職名にかかわらないことはいう

までもない。次に「使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接

し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての忠誠と責任

とに直接にて
、

い
、

觸する監督的地位にある労働者」とは、労働者に対して監督的地位にあ

る労働者であって、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接

し、その結果その職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての忠誠と責任と

に直接にて
、

い
、

觸する者である。即ち、工場支配人、人事課長、会計課長、労務課長等は

いうまでもなく、その他人事課又は労務課等の上級職員の中、労働関係に関する機密事

項に接する地位にある者等が含まれる。更に以上の者の外にこれ以外の「使用者の利益

を代表する者」例えば、会社の高級幹部社長秘書、会社警備の任にある守衛等を加入せ

しめているものは、労働組合としての資格が認められない。 

(2) 第二号、団体の運営のために必要な経費の支出について使用者による経理上の援助を

受けるものは、但書の場合を除いて、本法にいう労働組合とは認められないことを規定

したものである。 

 これは、現行法第二條第二号が「主タル経費」と規定しているのをより明確且つ具体的

に規定したもので、所謂組合專從役職員の賃金給料等、爭議行爲に参加した労働者の賃

金、給料等、又は就業時間中に行われる組合大会等の労働組合の會合に出席した労働者

の賃金、給料等の如く、労働組合の対外活動、内部活動を問わずすべての運営のため必

要な経費の支出について使用者から財政的援助を受ける団体は、本号に該当することは

いうまでもない。このような使用者の経理上の援助は、それを受ける団体が労働組合と

認められないのみでなく、労働組合に対してなされた使用者のこれらの行爲は、不当労

働行爲とされることに注意すべきである（第七條第三号）。 

 次に但書において、使用者の経理上の援助の禁止から除かれるものは次の三つである。 

 （一） 労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉

することを使用者が許すこと。この場合において、使用者の許可の形式は、労働協約

その他の協定において一般的に許可しておいてもよいし、又はその都度許可を与えて

もよいが、労働協約において明定するのが望ましい。この規定は使用者がかかる許可

を与えることを労働者が要求する権利を与えたものでないことはいうまでもない。 

 （二） 厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支

出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附はこの場合において、
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この使用者の寄附、たとえ明示の意思表示がなくても、指定寄附であって、かかる寄

附による基金を他の基金に流用した場合には、その団体は、本法にいう労働組合とは

認められないことになる。 

 （三） 最小限の広さの事務所の供与。この場合において、使用者の援助から除外され

るのは、最小限の広さの事務所だけであって、組合運営のために必要な備品、消耗品

は含まれない。 

(3) 第三號は、現行法通りであって、共済事業その他福利事業を行うことのみを目的とす

るものは、本法にいう労働組合とは認められないことを規定している。 

(4) 第四號は、現行法通りであって、主として政治運動又は社会運動を行うことを目的と

するものは、本法にいう労働組合とは認められないことを規定している。 

第三條（労働者） 

一、本條は、現行法第三條をそのまま口語体に改めたもので、本法にいう労働者の定義を

規定したものである。 

二、本法において労働者とは職業の如何を問わず、賃金、給料、その他これに準ずる収入

によって生活する者、換言すれば、他人に使用せられての報酬によって生活する者であ

る。從って單に雇傭契約によって使用される者にのみ限定されず、現実に他人との間に

おいて支配服從の関係にたち、労務に服し、報酬を受け、これによって生活するすべて

の者が本法にいう労働者となる。但し賃金給料等を受けるものであっても、本法の適用

を受けない者例えば国家公務員法の適用を受ける一般職の国家公務員のごときは本法

にいう労働者の中に含まれない。 

第四條（警察吏員及び消防吏員） 

一、本條は、地方公共団体の警察吏員及び消防吏員が労働組合を結成し、又は労働組合に

加入することができない旨を規定したものである。 

二、現行法第二項及び第一項中「監獄ニ於テ勤務スル者」を削除したのは、国家公務員法

附則第十六條によって、労働組合法が国家公務員には適用されないこととなり、地方公

務員についても政令第二百一号の適用を受けているからである。次に現行法第一項の

「警察官吏」及び「消防職員」を「警察吏員」及び「消防吏員」と改めたのは、国家公

務員法との関係からであり、本條により地方公共団体の警察吏員及び消防吏員はすべて

労働組合を結成し、これに加入することができない。 

 

   第二章 勞働組合 

本章は労働組合の組織について規定したものであって、現行法と異る点は左の諸点であ

る。 

(1) 労働組合の自由設立主義を徹底して、現行法の届出主義を廃止し、労働組合として設

立されたものについて都道府県知事が資格審査を行い資格否認と決定すれば組合を解

散させるごときは廃止して、労働委員会に証據を提出して第二條及び第五條第二項の規

定に適合する旨を立証しなければ、労組法及び労調法に規定する手続に参与し、且つこ

れらの法律に規定する救済を受けることができないことに止めて、団体そのものの存立

には影響を与えぬこととし、現行法第八條の規約変更命令、第十五條の組合解散命令は

これを廃止した。 
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(2) 組合員の平等権、公正な会計監査、役員選挙、規約改正及び無記名投票権を組合規約

の必要記載事項とすることによって労働組合の民主性、責任性を保障したこと。 

(3) 使用者の不当労働行爲については、現行法第十一條の趣旨を拡充して使用者の労働組

合に対する一切の干渉関与を排除し又団体交渉の拒否を禁止した。なお労働者の不当労

働行爲については現行法と同じく何等の規定もしてない。 

第五條（労働組合として設立されたものの取扱） 

一、本條は、第二項において、労働組合の規約に必ず記載すべき最小限の事項を規定する

と共に、第一項においては、労働組合として設立されたものが、本法及び労働関係調整

法に規定する手続に参与し、救済を受けるための要件を規定したものである。 

二 (1) 現行法においては第五條において組合設立等の届出、第六條において労働組合の

資格審査を規定し、更に第八條においては、組合規約の変更命令、第十五條においては

組合に対する解散命令について規定しているが、本法案においてはかくの如く行政庁又

は裁判所が労働組合の存立そのものを決定し、又はその内部に強制的に干渉するような

規定を全て削除し、單に、法律に規定するところの自由にして民主的な労働組合として

必要で最小限度の要件を滿たさない労働組合に対しては、この法律による特別の世話を

しないということを規定するにとどめた。即ち、第二條に該当しない労働者の団体は、

本法にいう労働組合ではなく、この法律に規定する労働組合に関する規定が適用されな

いことは当然であるから問題はないが、第二條に該当する労働者の団体であっても、そ

の規約が第二項の要件を滿たさないときは、労働委員会としては、前者の場合と同様に

何等その世話をしないということを規定したのである。労働組合が労働委員会の世話に

ならうとする時は、その都度第二條に適合していること及び規約が第二項の要件を滿た

していることを、証據を提出して、労働委員会に対して立証しなければならないのであ

って、この立証ができなくて、労働委員会が、例えば、この労働組合は御用組合である

とか、又はこの労働組合の規約は、組合員に対して均等な取扱を与えていないと認定し

たときは、当該労働組合は、労働組合法及び労働関係調整法に規定する不当労働行爲或

は調停等の手続に労働組合としては参加する資格がなくなり、更に第二十七條に規定す

る労働委員会の（注・欄外に「？」の書込み）不当労働行爲に対する命令等の救済をも受

けてないことになるのである。即ち、法律の特別の保護は、法律が要求している最小限

の要件をも備えておらないようなものに対しては与えないというのがこの項の趣旨で

ある。しかして第五條第二項の要件を滿たさない労働組合も、例えば労働関係調整法に

規定する調停申請の如く、それが労働組合でなくとも労働者個人又は労働関係の当事者

としてなしうる場合は、労働組合としてではなく、爭議団その他の労働者の団体又は爭

議の当事者としての資格において、その手続に参与することができる。次に、本項但書

の規定は、第七條第一号に規定する個々の労働者に対する保護については、第五條第二

項の要件をみたさない労働組合の組合員であることのみを理由として、労働委員会が救

済を与えないというようなことのないことを規定したものである。 

(2) 第二項は、労働組合の規約に関する規定である。労働組合は規約を定めることが必要

であり、その規約には少くとも本項各号に揭げる事項を内容とする規定を含まなければ

ならない。なおこれらの事項以外でも、目的その他に関する規定は社団たるの性質上、

当然規定されるべきである。 
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（一） 名称 

（二） 第二号の主たる事務所とは、事務所がいくつかある場合には本部事務所をいう。 

（三） 第三号は、單位労働組合の組合員がすべての問題に参与する権利を有すること

及びその権利の行使に充分な機会が与えられ、いかなる組合員にも特権的地位を与え

又は差別的取扱をしてはならないということを規定したものである。これらの組合員

の基本権を保障する規約の規定は必ず設けなければならない。從って中央執行委員や

部長の選出等について、特定の組合員に選出権の二重行使を許すとか特定の組合員に

選出権を与えるとかいうごときことは許されない。 

（四） 第四号は、何人も、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合に加入する

権利なきものとされ、又は組合員たる身分を失うことはない旨を規定したものである。 

（五） 第五号は、役員の選出に関する規定であって、單位労働組合の役員はその單位

労働組合に加入する組合員の直接無記名投票によって選出されねばならない。但し、

連合団体である労働組合又は全国的な規模をもった労働組合について、單位労働組合

の組合員の直接無記名投票によることが勿論よいのであるが、実際上それが困難な場

合は、その組合員の直接無記名投票により選挙された代議員によって選出することが

できることを規定したものである。 

（六） 第六号は、組合員の総意を反映する組合の最高意志決定機関たる総会が少くと

も年一回は開催されるべきことを規定したものである。総会とは、組合の最高意志決

定機関であり、且つ、組合員全員又は組合員全員によって選ばれた代議員によって構

成されたものをいう。 

（七） 第七号は、会計に関する規定である。組合存立の基本は財政確立と組合財政に

対する信頼感にかかっており、民主的、且つ、强力な組合となるためには組合財政を

巖正に行はなければならない。そこですべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並

びに現在の経理狀况を示す会計報告は、組合員の総員によって委嘱された公認会計士

及び経理士の検査を受け、正確であるとの証明書と一緒に公表すべきことを定めた。

なお本号は、日本労働組合に関する極東委員会の十六原則第十六号と同じ趣旨である。 

（八） 第八号は、同盟罷業は、組合員又は組合の直接無記名投票により選挙された代

議員による直接無記名投票を行い、賛成が投票数の過半数でなければ開始されないこ

とを規定したものであって、同盟罷業は組合の重大な行爲であるので組合幹部や一部

少数者による独裁を排除したものである。なお「過半数」は最低数であって、それ以

上にすることは妨げない。 

（九） 第九号は規約改正に関する規定である。規約は、労働組合の憲法ともいうべき

ものでありその変更は愼重を要するのであって、その改正にあたっては、單位労働組

合にあっては、その組合に加入する組合員の過半数を得なければならないのである。

但し、連合団体である労働組合又は全國的な規模をもつ労働組合にあっては、組合員

の過半数の投票を得ることが勿論よいのであるが、実際上それが困難な場合には、そ

の組合員の直接無記名投票で選挙された代議員の過半数の投票を得れば規約を改正

することができることを規定したものである。なお過半数は、最低数であってそれ以

上にすることは妨げない。 
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第六條（交渉権限） 

一、本條は、労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者の交渉権限に関する規定で

ある。 

二 (1) 本條は現行法と同じであって、交渉は、労働協約の締結その他の事項に関してな

されるのであり、普通労働協約の締結を目的として、賃金、労働時間等の労働條件が交

渉内容の主たるものとなるのであらうが、その他の事項についても交渉することができ

る。「組合の代表者」というのは、組合の規約や総会の決議等で組合を外部に対して代

表する者として正規の手続で選出された者であり「労働組合の委任を受けた者」とは、

組合員たると、組合員外たるとを問わないのであって、組合規約や総会等の決議で労働

組合から交渉権限の委任を受けた者をいうのである。 

 交渉には、当該労働組合のために行われる場合と個々の組合員のために行われる場合が

とがある。 

(2) 交渉する権限とは、正式に協約、契約を締結する権限を含むものではなく、單に交渉

をする権限をいうのであるが、実際上はこの点について権限の範囲に関して紛糾を生じ

易いからこれらの者は交渉に当ってその権限を明かにしておくことが必要である。 

第七條（不当労働行爲） 

一、本條は、使用者の不当労働行爲の禁止の規定である。 

二、本條の規定は、使用者の不当労働行爲として禁止された行爲を列挙したものであって、

本法の重要な規定である。 

(1) 第一号本文は、現行法第十一條と同じ規定であって、個々の労働者が労働組合に

加入したり、労働組合を結成しようとしたり、その他労働組合の正当な行爲をしたこ

とを理由として不利益な取扱をすること及び所謂黄犬契約（イエロードッグコントラ

クト）を禁止したものである。但書は、或る労働組合に特定の工場事業場に雇用され

る労働者の過半数が加入している場合等には、その労働組合は、当該事業場や工場で

働いている労働者が、その組合員であることを要求するクロズト・ショップやユニオ

ンショップの労働協約を締結することができるのであることを特に念のために但書

で規定したのである。 

(2) 第二号は、使用者が雇用する労働者の加入する労働組合の代表者等との団体交渉

に応ずる義務があり、その違反は不当労働行爲となることを規定したものである。こ

こにいう代表者とは、労働者の代表者であるが、代表者が更に委任することが一般に

許されることは当然である。 

 その使用者が応ずる義務のある団体交渉が平和的に秩序ある交渉であることを要す

るのは勿論であって、然らざる場合その他の正当な理由がある場合使用者は団体交渉

を拒むことができる。 

(3) 第三号は、使用者が労働組合の結成運営等を支配すること即ち御用組合化しよう

とすること及び組織運営を妨害することを禁じたものである。金銭上の援助は多くの

場合、組合の支配に至ることが多いのであるが、その程度に至らないときでも、組合

の経費支払について経理上の援助を与えることは、但書の場合を除いてすべて禁止さ

れる。但書は第二條第二項の場合と同様のものである、なお「支配」及「介入」とは、

組合の内部意志に干渉するものであり「支配」はその結果その意志を左右することを
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いい「介入」とは左右する程度にまでは至らないものをいうのであって、ロックアウ

トその他使用者が組合の活動に対する正当な対抗手段をとることを含まない。 

第八條（損害賠償） 

一、本條は、正当な爭議行爲に関する民事上の免責を規定したものである。 

二、本條は現行法と同じであって、第一條第二項の刑事上の免責と同じく当然の規定であ

り、正当な爭議行爲は民事上も違法性がなく、使用者は労働組合又は組合員に対して不

法行爲乃至債務不履行を理由とする損害賠償を請求することができない旨を明かにし

たものである。なお第一條第二項には暴力行爲の行使が労働組合の正当な行爲と解釈さ

れてはならない旨の但書があるが、これは暴力行爲の行使は主として刑事上の問題であ

るので、第一條第二項の但書として規定したのであるが、本條においても、暴力の行使

が正当な爭議とならないことは勿論である。 

第九條（基金の流用） 

一、本條は、労働組合の基金流用の制限についての規定である。 

二、本條は、現行法と同じである。労働組合が行う共済事業その他福利事業は、組合員の

経済的利害に重大な影響を及ぼすものであって、これを恣に流用することは組合員に損

失をかける惧があるから、その基金を爭議資金等に流用することは特に愼重を期し、総

会の決議を必要としたものである。 

なを使用者が福利事業その他共済事業のために寄附した場合に、その使用者の寄附した

金を流用すれば総会の決議を経た場合でも、その組合が第二條第二号に該当するに至り、

労働組合でなくなる。 

第十條（解散） 

一、本條は、労働組合の解散事由を規定したものである。 

二 (1) 労働組合の解散事由として現行法に規定されているもののうちから組合資格否

認による解散と裁判所の解散命令による解散は、資格否認又は解散されたこの規定が廃

止されたからこれを除き、更に破産を労働組合の解散事由とすることは妥当でないので、

削除した。 

(2) 規約で定めた解散事由がある場合はこれによることは勿論であるが、組合規約に

解散の規定がないときでも、総会で組合員の四分の三以上の多数決で決議すれば解散す

ることができる。なお、総会の決議による多数決については、規約で「三分の二以上」

とか別段の定をした場合はそれによるのである。 

第十一條（法人である労働組合） 

一、本條は、法人である労働組合に関する規定である。 

二 (1) 本條は、労働組合がこの法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受ければ、

その主たる事務所の所在地で登記することによって法人格を取得できることを規定し

た。法人である労働組合は、権利義務の主体となり、法人でない労働組合に比して財産

上に有利な地位を取得し、又所得税及び法人税免除の恩典を受けることとなる。 

(2) 第二項は労働組合の法人登記事項その他必要なる事項は、この法律で規定するも

のの外は政令で定めることを規定した。 

(3) 第三項は法人である労働組合が、その登記事項に変更を生じたときは、変更があ
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った事項について変更登記をした後でなければ第三者に対抗することができないこと

を知らしたものであって、民法の善意の第三者保護の規定と同様の趣旨である。 

 

第十二條（準用） 

一、本條は、法人である労働組合について民法及び非訟事件手続法の所要規定を準用する

ことに関する規定である。 

二 (1) 労働組合は、社団的性格をもつものであるから民法上の社団法人に類似するこう

いうことができる。本法は民法及び非訟事件手続法の法人に関する規定を準用したので

あるが準用規定の概要は次の通りである。 

（一） 法人である労働組合の権利能力については、民法第四十三條の規定を準用した。 

（二） 不法行爲能力については、第八條に規定する場合を除いて民法第四十四條の規

定を準用した。 

（三） 住所については、民法第五十條の法人の住所の規定を準用した。 

（四） 法人である労働組合の役員については、民法第五十二條から第五十五條まで即

ち理事、法人代表、代表権の制限、代表権の委任に関する規定を準用した。 

（五） 法人である労働組合の理事とその組合との利益が相反する場合には、民法第五

十七條の特別代理人の規定及びその選任については、非訟事件手続法第三十五條の規

定を準用した。 

（六） その外、非訟事件手続法第三十六條の檢査人の選任と同法第三十七條の二で、

檢査役選任に関する裁判を檢査役の報酬の規定を〔と？〕法人の清算人又は檢査人の

選任について準用した。 

(2) 第二項は、本法第十條の規定により解散した法人である労働組合についての準用を規

定したものである。 

（一） 法人である労働組合が解散したときは、法人の残余財産の帰属については民法

第七十二條の規定を準用し、又清算法人に関する民法第七十三條及び清算人に関する

民法第七十四條の規定を準用した。 

（二） 清算人の選任解任については、民法第七十五條第七十六條の規定及び非訟事件

手続法第百三十七條の清算人の選任、解任の裁判の規定を準用した。 

なお清算人の適格要件については、非訟事件手続法第百三十八條を準用した。 

（三） 清算人による解散登記と届出については、民法第七十七條を準用した。 

（四） 清算人の職務権限については、民法第七十八條の規定を、債権申出の公告と催

告については、民法第七十九條の規定を準用し、期間后に申し出た債権については民

法第八十條の規定を準用した。 

（五） 清算中の破産については、民法第八十一條の規定を準用し、解散及び清算の監

督については民法第八十二條の規定を、その本件の管轄については非訟事件手続法第

百三十六條により主たる事務所の所在地の区裁判所としている。 

（六） 清算終了の届出については、民法第八十三條の規定を準用した。 

第十三條（法人である労働組合の免税） 

一、本條は、法人である労働組合に対する免税を規定したものである。 

二、本條は、現行法と同じであって、労働組合はその財産上の取引や収入──殊に福利事
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業を営む場合──については、組合の健全な発達を育成するために本法は法人である労

働組合に政令の定めるところにより所得税及び法人税の免税の恩典を附与することに

したものである。 

   第三章 労働協約 

 本章は、現行労働組合法第三章の規定のうち、第十九條第二項、第二十一條及び第二十

五條を削除した外は第十九條第一項、第二十條及び第二十四條に若干の修正を加えたのみ

で別段の差異はない。 

 第十九條第二項を削除したのは労働組合の届出を削除したのと同趣旨であり、第二十一

條を削除したのは、この規定が当然のことと解せられるからである。次に第二十五條を削

除したのは、この條文は、殆ど実益がないのみでなく、かえって平和條項を労働協約中に

規定することを妨げるおそれがあったからである。 

第十四條（労働協約の効力の発生） 

一、本條は、現行法第十九條第一項をそのまま口語体に改めたもので、労働協約の当事者、

協定事項、及び効力発生要件を規定したものである。 

二、労働協約の当事者の一方は労働組合であり、他方は使用者又はその団体であることは

いうまでもなく、労働協約において協定される事項は、労働條件その他労働関係全般に

関する事項である。しかして労働協約は書面によって、両当事者が署名することによっ

て法律上有効に成立し、労働協約としての効力を有することになる。そのように書面に

作成し、両当事者が署名することを労働協約の効力発生要件としたのは、その成立又は

内容につき、後に至って無用の紛議を生ぜしめないためである。 

第十五條（労働協約の期間） 

一、本條は、現行法第二十條を改正したものであって、労働協約の有効期間について規定

したものである。 

二 (1) 第一項は、労働協約には必ず有効期間を定めなければならないことを規定したも

のであって、不確定期間を定めた労働協約は、有効であるが有効期間を定めない労働協

約及び條件附の労働協約は無効である。次に、労働協約はいかなる場合においても、三

年を越えて有効に存続することができないと規定されているので、三年を越える有効期

間を定めた場合は、その三年を越える部分は無効となり、三年の有効期間を定めたこと

になる。從って労働協約に所謂自動的延長規定があり、労働協約の効力が自動的に延長

し、且つ当事者のいづれもが廃止の意思表示をしない場合でも、労働協約が効力を発生

した日から起算して三年をこえて有効に存続しえず、三年の期間が経過したときは当然

に効力を失う。しかし所謂更新規定があり、これにもとづいて労働協約の効力が更新さ

れる場合は同一内容をもつ新しい労働協約であるから、この規定の適用はない。 

(2) 第二項は、本法において新しく設けられたもので、その趣旨は、從来の労働協約の多

くに規定されていた所謂自動的延長規定の斉らす不合理な結果を是正せんとするもの

である。即ち労働協約の中に「労働協約の改訂の意思表示があった場合においては期間

満了後においても、なお本協約は新協約成立まで有効とする。」という規定がある場合

においても、労働協約の中に規定された期間の経過した時以後においては当事者の一方

が反対の意思表示をすれば、その時からその労働協約は失効することを規定したのであ

る。從って所謂自動的延長規定があって、改廃についての予告期間の規定がある場合に
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おいて、その予告期間の定に從って当事者の一方が改訂の意思表示をしたときは、その

労働協約は、自動的延長規定にもとづいて新協約が成立するまでは、その期限満了後に

おいてもなお有効に延長されるが、一方の当事者が破棄の意思表示をしたときは、その

時から当該労働協約は失効することになるのである。次に自動的延長規定がなく、ただ

改廃についての予告期間のみがある場合において、一方の当事者が改廃の意思表示をし

たときは、その労働協約は期限満了の時から効力を失うことはいうまでない。 

  次に但書は、労働協約中に「この労働協約の期限満了一ヶ月前までに当事者のいづれ

か一方が改廃の意思表示をしないときは、この労働協約は、ひきつづき同一期間有効と

する。」という所謂更新規定を設けても差支えない旨を規定したものである。從ってか

かる規定があって、当事者の双方が期限満了一ヶ月前までに改廃の意思表示をしないと

きは、その労働協約は期限の到来したときから新しい労働協約としてその効力が更新さ

れることになる。 

第十六條（基準の効力） 

一、本條は、現行法第二十二條の規定を、括弧内を削除して、そのまま口語体に改めたも

のであって、労働協約において定められた労働條件その他の労働者の待遇に関する基準

の法律上の拘束力について規定したものである。 

二、労働條件その他の労働者の待遇に関する基準とは、所謂労働協約の規範的事項、即ち

賃金、給料、休日、休暇、労働時間等労働契約の内容の基準となるべき事項である。し

かして労働契約のある部分例えば賃金に関する約定が労働協約に定められている賃金

基準に違反するときは、その賃金に関する約定は、法律上当然に無効となり、当該賃金

基準がその無効となった賃金に関する約定に代って労働関係を規律することになる。更

に労働協約には就業時間に関する定があって、労働契約にはそれについての約定がない

という場合にも、労働協約に定められたその就業時間に関する基準が同様に労働関係を

規律することになるのである。なお現行法の括弧内の規定を削除したのは、従来この規

定の解釈について種々の紛議を生じたこと、及びこの規定を削除しても別段の弊害が生

じないのみでなく、労働條件その他の労働者の待遇に関する基準は、できうる限り労働

協約において規定するのが労働協約の本質上当然のことであるからである。 

第十七條（一般的拘束力） 

一、本條は、現行法第二十三條をそのまま口語体に改めたもので、同一工場事業場におけ

る労働協約の一般的拘束力について規定したものである。 

二、本條は、同一工場事業場において、同種の労働者の四分の三以上の多数について適用

される一定の労働條件が定まった場合は、他の少数の同種労働者をもその労働條件に服

せしめることとして、労働條件の上における秩序を維持し、未組織労働者を保護すると

共に、同種の労働者について二以上の労働條件があることから生ずる種々の紛議をさけ

ようとするものである。 

  しかしてある労働協約が、職員、又は製材工というように職務、職種等の上からみて、

一定の労働者に対してのみ適用されるものである場合には、それと同種の労働者の四分

の三以上の多数が、その適用を受けるときは、残りの同種の少数労働者にもその労働協

約が適用されることになる。 

第十八條（地域的の一般的拘束力） 
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一、本條は、現行法第二十四條をそのまま口語体に改めたもので、一定地域内における労

働協約の一般的拘束力について規定したものである。但し、現行法の職権決定は削除し

た。 

二、本條は、一定の地域において、一定の労働條件がその地域内における同種の労働者の

大部分について適用されるにいたった場合は、その地域内における他の同種の少数労働

者をもその労働條件に服せしめることとして、一定の地域における同種の労働者の労働

條件の均衡を図り、未組織労働者を保護し、労働秩序を維持するとともに、眞の意味に

おける公正な競爭の基盤を確立しようとするものである。しかして、本條は、前條の場

合と異なり、一定地域内における同種の労働者の全般に関する問題であるので、前條の

如く四分の三以上云々とその数を明定することなく、大部分の労働者とし、その適用に

ついても、前條の如く当然適用とはせずに、労働委員会の決議により労働大臣又は都道

府縣知事がこれを決定し、公告した場合にはじめて適用があるものとされている。更に

この場合において労働委員会は、適宜労働協約の内容を他の工場事業場の実情に合うよ

うに修正しうることとしている。次に、労働委員会がこの決議をなしうるのは、当事者

の一方又は双方から申立があった場合である。 

 

   第四章 労働委員会 

 現行法施行以来労働委員会が労働組合運動の健全な発達と労働関係の平和的調整のため

に尽した業績は著しいものがあるが、改正法案では更にこれが機能の充全の発揮を期して

準司法的機能と調整的機能との運営を分離し、中労委と地労委との関係を緊密にする等の

方策をとった。その他の点では国家行政組織法等の新しい立法に伴って必要な調整を加え

た外は、概ね現行法の立前を踏襲している。なお、新憲法下の立法として新に法律事項と

なった現行施行令の規定が法律の上に多く加えられた。 

第十九条 

一、本条は、労働委員会の組織、権限、委員等について定めている。即ち、第一項から第

四項までは労働委員会の構成、労働委員会の種類、労働委員会の職員の身分、及び政令

委任についての原則であり、第五項以下は、中央労働委員会について、その所轄、組織、

委員の任免、任期、給与、及び費用弁償、会長、事務局等について定めているが、これ

らの規定は、第二十項で地方労働委員会に、第二十一項で船員労働委員会に準用してい

る。 

二、第一項は、現行法第二十六条第一項と同様労働委員会が三者構成である旨の規定であ

るが、「第三者」を「公益を代表する者」と改めたのは、従来ともすれば誤解の生じ易

かった所謂中立委員の意味を明かにしたまでのことで、従来と異った性格を与えようと

するものではない。 

三、第二項は、労働委員会の種類である。労働委員会に中労委、地労委、船員中労委、船

員地労委の四種があることは、現在と同様であるが、現行法第二十六条第三項は船員労

働委員会についてふれるところがなく、施行令第四十八条第三項で「労働省」が「運輸

省」に、「都道府県」が「海運局の管轄区域」に読み替えられているところから、施行

令第三十五条に基いてそれぞれ船員中労委、船員地労委が設けられていたのであるが、

行政機関の設置がすべて法律事項となった今日では適当でないので法律の上に明記し
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たのであって、実体に変りはない。なお現行法第二十六条第三項後段に規定する特別労

働委員会の制度は、従来さして実益がないのみならず、所謂準司法的機能の強化拡充を

みた改正法案においては、かかる制度により労働行政運営の一貫性を阻害することはさ

くべきであり、又行政機関の設置を労働大臣の專断とすることも新憲法下妥当でないの

で廃止することにした。 

四、第三項は現行法第二十六条第四項と同趣旨の規定で職員が刑法上第七条の公務員であ

ることを念のために規定したものである。 

五、第四項は政令への委任規定である。政令で定められる主な事項は、労働委員会の委員

の推薦方法（現行施行令第三十七条以下）労働委員会の名称地方労働委員会についての

条例に関する規定等が考えられる。 

六、第五項は、中央労働委員会が労働大臣の所轄に属することを明かにしている。これは

現行法の下でも同様であった（現行施行令第三十五条）が、国家行政組織法との調整上

この点を明確にした。労働省設置法改正案にも中央労働委員会が労働省の外局であるこ

とを規定している（同法案第二十一条）。なお、中央労働委員会が労働省の外局である

と規定されても、労働委員会の本質上その專管に属する判定的事務及び斡旋調停仲裁の

事務は、独立して行われるものであること従来と変りはない。ただ国会との関係におい

ては労働委員会の活動全体について労働大臣が責任を有することは言を俟たない。 

七、第六項は、第一項の趣旨を受けて具体的に委員の数を定めた。現行施行令第三十七条

第一項で「二十一人以内」と定めているが、本法案では、「各七人」と員数を限定して

いる。なお、現行施行令第三十七条ノ三に定められている臨時委員の制度は廃止される

ことになった。これはこの制度が狙う目的の殆どは労調法に定める調停委員制度をもっ

て達せられているし、又準司法的機能の强化された改正案の立前からも妥当でないから

である。 

八、第七項は、現行法第二十六条第二項と同様の規定である。現行施行令第三十七条第二

項によれば、この場合の推薦資格を有するのは二以上の都道府県にわたる組織を有する

使用者団体又は労働組合である。 

九、第八項は、中央労働委員会の委員の欠格条項を前段に規定し、後段では委員がこの欠

格条項に抵触した場合には当然に退職すべきことを明かにしている。本法案で特にこの

ような欠格条項を定めたのは固より労働委員会の職責の重要性に鑑みてのことであり、

その内容は衆議院議員の場合と同様である（衆議院議員選挙法第五条）。 

十、第九項は、中央労働委員会の公益委員の任命についての制度規定である。これは公益

委員が所謂準司法的機能を運営することから（第二十四条）、その中立性を担保するた

めに設けられた規定であることはいうまでもない。即ち七人の公益委員のうち、同一の

政党に属する者が三人以上となってはならないのであり、公益委員が入党その他の自ら

の行爲によって前段の規定に牴触したときは、牴触するに至った順位に従って資格喪失

者が定まり、その者は当然退職することになる。 

十一、第十項は、中央労働委員会の委員を労働大臣が罷免することができる場合を定めた。

現行施行令第三十九条第二項の場合とは異った規定の仕方をしているが、欠格条項に牴

触したときは当然退職することになっている（第九項）から、内容的には大差はない。

ただこの場合の中央労働委員会の同意は全員の同意でなく通常の会議の議決方法（第二
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十一条第四項）に従う。 

十二、第十一項は委員の任期の規定であり、現行施行令第三十九条第一項本文及び第三項

の規定と同様である。 

十三、第十二項は、再任の規定であり現行法でも規定はなかったが同様であった。 

十四、第十三項は、任期の到来した委員でも、後任者の任命があるまではその職務を行う

べきことを定めた規定で、現行施行令第三十九条第一項但書と同趣旨の規定である。 

十五、第十四項は、労働委員会の委員の俸給、手当等については別に法律で又費用弁償に

ついては政令で定められる旨の規定である。これは委員の職責が特別法による給与を必

要とするものであるとの見解に基く。ただこの法律が定められるまでは、中央労働委員

会の委員も一般職に属する国家公務員であるので、政府職員の新給与実施に関する法律

の適用をうけるものである（同法第一条）。 

十六、第十五項から第十七項までは現行施行令第四十条第一項及び第二項と同趣旨である。

ただ会長が労働委員会を代表することは、国家行政組織法第六条から当然であるから省

略した。 

十七、第十八項は現行施行令第四十条第三項に代るものである。即ち会長に長期にわたる

事故がありそのためにその職務を行うことができないとき、又は会長が欠けたときは、

この条の規定即ち第十六項の手続に従って新会長が選挙され、旧会長は当然その職を失

うことになるのである。 

十八、第十九項は事務局に関する規定であり、現行施行令第四十二条と同趣旨である。職

員の定員については、中央労働委員会が労働省の外局であることから労働省定員法で定

められる。 

十九、第二十項は、この条の規定のうち労働委員会に共通の規定を地方労働委員会に準用

する旨の規定である。従って地方労働委員会は都道府県知事の所轄に属する都道府県の

機関ということになり、又委員及び職員の任免は都道府県知事が行う。地労委の委員の

数は現行通り労使公益代表各五人である。従って第九項の公益委員の任命についての制

限も二人以上ということになるわけである。なお、地方労働委員会に関して条例で定め

らるべき事項は政令で明かにされよう。 

二十、第二十一項は、船員法の適用を受ける船員に関する労働行政が運輸大臣の所掌に属

することからくる調整規定である。現行施行令第四十八条第三項の規定の趣旨と同じで

あるが、都道府県知事の権限も海運局長でなく直接運輸大臣が行うものとしたことは現

行規定と異る。 

第二十条 

 本条は、労働委員会の権限を定めた。即ち労働委員会は、(1)労働組合が提出するこ

の法律の規定に適合する労働組合である旨の証據に基いてその認定を行い（第五条）、

(2)法人である労働組合となる前提要件としてそれがこの法律の規定に適合する旨の証

明をし（第十一条）、(3)労働協約に地域的の一般的拘束力を持たせることの適否を決議

し（第十八条）、(4)不当労働行為について必要な調査審問を行い、命令を発し、これに

関連する措置をとる（第二十七条）等の所謂調整的権限〔準司法的権限？〕とを有する。

なお、現行法第二十七条第一項第一号及び第二号を省いたのは、これらの事務が労働省

と重複して行われることをさけるためであり、又第二項の建議の規定を廃したのは、建

－92－

国内労働情報17-03

独立行政法人労働政策研究・研修機構（JILPT）



 
 

議の内容が現行法施行の後に設けられた労働基準委員会の事務であるからである。 

第二十一条 

一、本条は労働委員会の会議についての規定である。 

二、第一項は会議の非公開原則を定めたもので現行法第二十八条と同じ趣旨の規定である。

ここで公益上必要があるとは、事案の審判について公正な与論によることを適当とみと

めるが如き場合である。ただ関係者の請求を削除したのは従来の経験からこれが労働委

員会の円滑な運営を阻害した例が尠くなく、公開するかしないかは委員会自身の判断に

俟つことが妥当であるからである。 

三、第二項から第四項までの規定は現行施行令第四十一条第一項、第二項と同様の規定で、

会議の招集、定足数、議決方法等を定めている。 

第二十二条 

 現行法第二十九条と全く同様の規定であり、関係者は労働委員会の要求又は検査に応ず

る義務がある。本条に違反してこの義務を怠ったものは三万円以下の罰金に処せられる

（第三十条）。 

第二十三條 

 現行法第三十條と同様の規定である。中央労働委員会及び船員労働委員会の委員及び職

員は国家公務員法の適用をうけるわけであるが秘密遵守義務（同法第百條参照）につい

ては先づこの規定の適用があるものと解すべきである。 

第二十四條 

 本條は、労働委員会の権限のうち、公益委員のみで行う権限を定めた。労働組合が第二

條及び第五條第二項の規定に適合するかどうかの立場の認定、法人たらんとする労働組

合がこの法律に適合することの□□、不当労働行為に関する判定及び処分並びに労調法

第四十二條の処罰請求についての決定がそれである。所謂司法的機能は事の性質上その

権限の行使も中立的性格の公益委員のみで行うのが妥当なわけである。但し労使委員と

雖もこれらの処分に関する決定の前に行われる審問に参与して意見を述べる等のこと

は差支ないのみでなく、決定の公正を保つために必要でもあるので但書が設けられた。 

第二十五條 

一、本條は、労働委員会のうち中央機関である中労委についてその権限を定めた。即ち中

央労働委員会は、労働委員会の一種として第二十條の規定による一般事務を行う外、第

二十六條に定める規則制定権をもち、而も二以上の都道府県にわたり、又は全国的に重

要な問題にかかる事件の斡旋、調停、仲裁及び不当労働行為に関する命令等の処分につ

いては優先的管轄権をもっている。ここで全国的に重要な問題にかかる事件とは単に地

域的規模において全国にわたるもののみならず、事件そのものの発生は局地的であって

も問題の性質が国家的影響をもつものをもいう。又優先して管轄権をもつとはかかる事

務については中央労働委員会が自ら行うことを原則とし、必要があれば特定の地方労働

委員会を指定して行わしめることができるという意味である。 

二、次に中央労働委員会は、当事者の申立に基き、又は職権で地方労働委員会の第五條、

第七條及び第二十七條に関する処分の再審査を行う権限を有する。このような権限を定

めたのは、地方労働委員会の行うこれらの処分について統一性を保持し、且つ事務の慎

重を期することが必要であるからである。再審査の手続き等については中央労働委員会
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規則で定められる。なお、本来中労委と地労委の間には一般的に上級下級関係があるわ

けでなく、ただこの法律の特別の定をまって一定の場合にのみこのような関係が生ずる

にすぎないことは従来どおりである。 

第二十六條 

 本條は、中央労働委員会が、自ら行う手続き及び地労委が行う手続について規則を制定

し公布する権限を有することを規定した。この規則は内部手続を定める所謂行政規則の

みならず、法規たる性質を有するものであり、国家行政組織法第十三條に定める規則に

定める規則に該当するものである。従ってその形式的効力は政令の下にあり、又省令に

てい触することはできない。この規則で定められるべき事項は第五條の証拠の種類、形

式認定の手続、第十一條の証明の様式、第二十七條の労働委員会の命令等についての手

続及び斡旋、調停、仲裁の細部手続その他労働委員会の運営に関する事項等である。 

第二十七條（労働委員会の命令等） 

一、本條は、第七條の規定に違反した使用者の行爲、即ち不当労働行爲があったときの労

働委員会の原状回服等の命令及びこれに関する裁判所の手続を定めたものである。 

二、第一項においては、労働委員会は、労働者、労働組合その他の者から使用者が不当労

働行爲をした旨の申立がされたときは、遅滯なく事件の調査をしなければならない。 

 この場合委員会はその申立が第五條第二項の規約をそなえない労働組合からの申立であ

る等のときは不適法として却下すること（注・「？個人ナラ出来ルカ」の書込み）もでき

るが適法の申立として受理したときは必要があると認めれば、両当事者その他の関係者

を呼び出して現実に不当労働行爲があったかどうかそれがいかに行われたかについて

当事者の言分をきく審問を行わなければならない。この手続は裁判に準ずるものである

から特に愼重を要し、調査、審問の手続は前條の中央労働委員会の規則で定め、労働委

員会は審問をするときは、使用者と申立をしたものとに、証據提出証人として呼び出さ

れた者に対する反対尋問等を行う充分な機会を与えるようにしなければならない。 

三、第二項においては、労働委員会が審問を終ったときは、裁判所の行うように事実認定

をして、この事実の認定を基礎として、不当労働行爲があったかどうか、その程度、被

害の態様などを判断して、申立人が申立てた救済、即ち、復職、賃金支拂、組合に対す

る干渉の中止等のことを命ずる。申立人の申立が全部認められることもあるし、一部𠀋

をみとめることもあり得る。又全然不当労働行爲がなかった場合、不当労働行爲があっ

たけれども極く軽微で命令を出す実益がないやうな場合は、申立棄却の命令を発する。 

 この命令は裁判の判決に相当するものである。從って命令と事実認定とは書面に書き命

令を受ける使用者と申立人とにその寫を交付する。命令の効力発生の時期は、交付の日

である。この場合の手続も、中央労働委員会の規則による。 

四、第三項においては、事件を処理した労働委員会が、中央労働委員会であるときは、行

政上更に不服を申し立てる途はないが、地方労働委員会であるときは、使用者は中央労

働委員会に再審査の申立をして更に審査を受けることが出来る。但し、事件は迅速処理

を要するものであるから申立ができるのは命令の交付があった日から十五日以内に限

る。又再審査の申立をしたからといって地方労働委員会の命令がすでに効力を停止する

のでは労働者保護に欠ける虞があるから、中央労働委員会が、その命令につき不当その

他の疑があって事件をとりあげる価値があるとして再審査を開始する決定をするまで
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は完全にその効力を保つものとし、再審査開始決定があってはじめてその効力を失うこ

ととした。 

 なお第七項で労働者から再審査の申立があったときは、中労委が地労委の命令の取消、

変更等をしない限り、原命令が効力を保つことはいうまでもない。 

五、第四項においては委員会の命令も行政処分であるから、使用者は当然行政事件訴訟特

例法の規定による訴訟をおこして、その命令の取消、変更を求めることが出来る。然し

乍ら、迅速処理の立前から、出訴期間は命令交付の日から三十日以内とした、又同時に

委員会と裁判所と両方が〔で？〕爭わしめるのは無用の紛糾を来すから地労委が最初に

事件を取扱ったときは、その命令について中労委に再審査を求しない時にのみ裁判所

への出訴を許した。中労委がはじめから自ら事件を取扱い、又は再審査をして、命令を

発した時は、最早行政上更に不服申立の方法はないから、直ちに行政訴訟をおこすこと

が出来る。 

六、第五項においては、行政訴訟をおこした時は当然相当の日数を要することが予想せら

れ、その間において委員会の命令が行政代執行法による强制方法丈しかないのでは実効

に乏しい憾があるので、判決確定までの間、仮処分的なものとして、裁判所が委員会の

申立に基いて、その委員会の命令の全部又は一部に從うことを命ずる命令を出すことが

できることとした。この命令違反は過料を科せられる（第三十二條）。 

 裁判所は一旦命令を発しても、必要によりその取消、又は変更をすることもできる。こ

の命令は民事訴訟法による裁判所の決定の手続による。 

七、第六項においては使用者が地方労働委員会の命令について中央労働委員会に再審査の

求をしたところが、却下され、しかもその却下の時には、地方労働委員会の命令があ

った日から三十日以上経過していたというようなときは、第四項によると裁判所に出訴

できないことになり、不都合であるので、再審査を請求した時の出訴期間は、中央労働

委員会による申立の却下、若しくは棄却の命令のあった時、又は地労委の命令を変更し

若しくは取り消して自ら命令を出した時等の終局的処分をした日から起算することと

した。 

八、第七項においては使用者が地方労働委員会の命令について期間内に再審査の請求もせ

ず、訴訟もおこさないときは、労働委員会の命令はその使用者については爭う方法のな

いものとなって確定する。この中央労働委員会の命令については、再審査請求の余地が

ないから、期間内に訴訟を起さないことによって同様に確定する。労働者が再審査の申

立をしたり、中労委が職権で再審査することは妨げない。 

 確定した命令の違反についても第五項の場合と同様の過料を科せられる（第三十二條）。

この過料の裁判を開始するためには裁判所が命令があって確定したこと、使用者がこれ

に違反したことを知らなければならないので、このような場合には、命令を出した労働

委員会が裁判所にその旨を通知しなければならないこととした。又当初労働委員会に申

立をした者その他の労働者も、裁判所の注意を促すために、その旨を裁判所に通知出来

ることは当然である。労働者でない他の関係者がかかる通知を裁判所に対してすること

も固より差支えない。 

九、使用者が地方労働委員会の命令に対して訴訟をおこしたが裁判所の判決でその訴への

全部又は一部が容れられなくて、労働委員会の命令の全部又は一部がその判決で支持さ
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れた時は、使用者の当該命令違反に対して刑罰が課せられる。（第二十八條）然るに確

定判決に使用者が違反を犯し、刑罰に処せられた後になって中央労働委員会が地方労働

委員会のその命令の再審査をしてその結果万一地方労働委員会の命令が取り消され又

は変更される等の事があったのでは、甚だ困るので、第八項においては、使用者のおこ

した訴訟の判決が確定した後には、中央労働委員会は、再審査をすることができないこ

ととした。 

十、以上各項においては、專ら使用者の再審査請求、出訴について規定したが、労働組合

又は労働者が地方労働委員会の命令になお不満なときに中央労働委員会に第二十五條

第二項の規定により再審査の請求をすることや、民事訴訟法によってたとえば解雇無効

確認の訴をおこすことはもとより差支えないことであるので、念の爲に第九項でその旨

を特に規定した。 

  なお調査、審問、命令、交付などは、中央労働委員会が再審査をするときにも、地労

委の審査の場合と同様の手続で行うべきであるから、第十項で第一項第二項の規定を準

用した。 

十一、この條の規定は他の各條に比し詳細に定めてあるが、改正前の第十一條では、使用

者の一定の行爲を禁止し、これに違反した者に、直ちに刑罰を科していたが、使用者が

禁錮の刑に処せられても、なお不当労働行爲の中止を肯んじないような時は、被害者た

る労働組合又は労働者は、民事訴訟で解雇無効確認の判決を求め、これに基いて強制執

行をしなければならず、時間と金のない労働者にとっては不可能に近いことであった。

改正法案では、使用者の不当労働行爲を直ちに罰することはせず、当事者間の私法上の

関係を正常な状態に戻し、以て労働組合の組織と活動とを守ることを第一義とし、その

爲に、労働委員会が必要な命令を出し、この命令に使用者が従わないときに罰則を科す

ることとし、その手続を出来る丈簡易迅速にできるようにして、時間と金を費さずに解

決の方途を与えたのである。第五條でいう救済とは、主としてこの手続をいうのであっ

て第五條第二項の要件を満たさない労働組合は、この有利な方法を利用できないわけで

ある。 

 

   第五章 罰 則 

 この章は、不当労働行爲に関する刑罰及び過料その他の罰則について規定したものであ

る。 

第二十八條 

一、この條は、不当労働行爲に関する刑罰を定めたものである。 

二、第二十七條の規定により労働委員会の命令が発せられて、之に対して使用者が命令交

付の日から三十日以内に不服の訴を行政事件訴訟特例法の規定によって提起したとき

にその判決で労働委員会の命令の全部又は一部が適法であるとして支持され、その判決

が確定した場合は、使用者がその支持された労働委員会の命令に違反したときは、その

違反行爲をした者が、一年以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処せられる。 

 改正前の規定よりは相当の加重である。罰を受ける者は、法律上の使用者自体でなくて、

その行爲を実際に行った者、たとえば担当重役とか労務部長とか工場長とかいう人であ

ることは、改正前の規定とかわりはない。 
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第二十九條 第二十三條の規定に違反して秘密を漏した者は、一年以下の懲役又は三万円

以下の罰金に処せられる旨の規定である。現行法では千円以下の罰金であった（現行法

第三十四條）が、国家公務員法（同法第百九條第十三号）の例に準じて規定したもので

ある。 

第三十條 第二十二條の規定に違反した者の罰を規定した。現行法では五百円以下の罰金

であった。 

第三十一條 一、本條第一項は、法人又は人の代理人、同居者、雇人その他の從業者がそ

の法人又は人の業務に関して第二十二條の規定に違反して報告をせず、若しくは虛僞の

報告をし又は帳簿書類の提出をしない場合は、その代理人、同居者、雇人その他の從業

者が処罰されるのみでなく、法人又は人も罰せられることを規定した両罰主義の規定で

ある。 

二、第二項の規定は、右の違反行爲については行爲者が法人又は未成年者若しくは禁治産

者であるときは、その罰が一定の責任者に転嫁されることを規定したものであり、労調

法第三十九條第二項の規定と同じ例である。 

第三十二條 

一、この條は、不当労働行爲に関する過料を規定したものである。 

二、使用者が第二十七條第四項の規定により訴訟を起した場合に同條第五項の規定によっ

て労働委員会の申立に基く裁判所の命令が出たときは、この裁判所の命令に対する違反

行爲に対しては、使用者が過料を科せられる。過料の額は、たとえば「労働者を復職さ

せよ」というような作爲を命ずる命令であるときは、使用者がその命令を履行しない限

り、その履行しなかった日の日数に十万円を乘じた額、即ち一週間経過後に漸く履行し

たときは七十万円まで科することができる。不作爲を命じた命令、たとえば「組合事務、

專從者の給与を支払うべからず」というような命令に違反したときは、これに違反して

給料を払う等の行爲をした度毎に十万円以下宛科せられる。この不履行の日数に応じて

額を定めることは、労働者保護の法の趣旨を実効あらしめるために今回はじめて設けら

れる制度で、我国法体系上他に類例のないものである。（注・欄外に「？」の書込み） 

過料を科する裁判の手続は、一般の例と同じく非訟事件手続法第二百六條以下の規定に

よる。 

  第二十七條第五項の規定による確定した労働委員会の命令に使用者が違反した場合も、

全く同様にして過料が科せられる。 

第三十三條 一、本條は規定の仕方が現行法と異っているが、その実質的内容は非訟事件

手続法第三十六條に関する過料（現行法第三十七條第一項第六号）を省いた外は現行法

第三十七條第一項第四号乃至第六号と同様である。即ち(1)民法第八十二條の規定によ

る裁判所の検査を妨げたとき、(2)民法第八十一條の規定に違反して破産宣告の請求を

しないとき、(3)民法第七十九條又は第八十一條の規定に違反して公告をせず又は不正

の公告をしたときは、民法第八十四條に定める過料と同一の範囲の額（五円以上二百円

以下）の過料に処せられる。 

二、第二項は、法人である一労働組合の代表者が第十一條第二項の規定に基いて発する政

令で定められた登記事項の変更の登記をすることを怠った場合には、民法第八十四條第

一号の規定に準じて、同條に規定する過料と同一の範囲の額の過料に処せられることを
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規定したものである。 

附則 

一、第一項は、施行期日に関する規定である。 

二、第二項は、改正法施行の以前から既に法人である労働組合の処遇についての経過規定

である。即ち、この法律施行の際現に法人である労働組合は、一応この法律の規定によ

る法人である労働組合とみなされるが、改正法施行の日から六十日以内にこの法律の規

定に適合する旨の労働委員会の証明を受けなければならない旨を定めた。 

三、第三項は、労働委員会の委員及び事務局職員に関する経過規定である。 

四、第四項は、この法律施行の際現に労働委員会に係属中の事件の処理については、従前

の法律の規定によることを定めたものである。従って例えば不当労働行為の処罰にあた

っては労働委員会の請求が訴追要件となるわけである。 

五、第五項は、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については従前の法律即ち

行為時法によるべき旨を明かにしたものである。 

六、第六項は、本法改正に伴う公共企業体労働関係法の必要な改正を規定したものである。

条文の変更からくる当然の改正であって、実体的には変りない。 

七、第七項は法律番号の変更に伴う整理についての規定である。 

 

 

２．労働組合法案及び労働関係調整法の一部を改正する法律案予想質疑 

 

・文中の傍線・波線・二重傍線は、手書きの書込み。原本は手書き（ガリ版刷り）であり、表

記の様式は統一されていない。漢字は新旧字体が混在しているのをそのままの形で収録し、

略字は正規の字体にして表記した。また、脱字、誤字であることが明らかな箇所は補正し、

判読困難または史料自体の字ヌケの箇所は□で示し、必要と思われる部分には〔 〕でくく

って若干の補正をした。 

 

史料出所：国立国会図書館佐藤達夫文書  

 

勞働組合法案及び労働関係調整法の一部を改正する法律案豫想質疑 

 

   第一編 總 論 

 

一、（問） 政府は法施行以来三ヶ年の実績に鑑みて改正の必要が認められるといわれる

がこれを具体的に説明されたい。 

（答） この点については提案理由を説明したときにも申上げたのであるが本法は御

承知の通りわが国労働組合運動の長い空白時代を経て、終戦間もなく当時わが国に

労働組合が殆んどなかった狀態において立案制定された関係上その後の実施の過程

において当時予想されなかった不備の点が現われて参ったのである。二、三の点に

ついてこれを具体的に申上げると、 

(1) 「労働組合の正当な行為」というものが当時においては「健全な社会通念によ
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って判断する」と説明されたがその後においても必ずしもその範囲がすべての人

に明確に認識されるに至らず労働組合運動に暴力行為その他の不祥事件を伴うこ

とが屢々あったのである。 

(2) 労働組合の自主的民主的な組織運営が立法当時期待された通りに行かなかっ

た点もあらわれてその為却って本法本来の目的に背馳するような種々の弊害を生

じたのである。即ち使用者の利益を代表すると認められる者の組合加入の排除或

いは組合の運営の経費を使用者の補助の禁止が十分に行われず、組合役員の選擧

重要な組合意見の決定などについて民主的な方法が確実には行はれないなど自主

的且民主的な強固な労働組合の発展に沿わないような傾向が認められるのである。 

(3) 又使用者の労働組合に対する妨害や干渉の排除是正などの措置も必ずしも所

期の如く有効適切には行われなかったのである。 

(4) 更に労働委員会についても一部その機構の運営等の上において不備の点があ

り、必ずしも所期の目的を十分に達成できない面もあったと言わねばならない。 

その他種々の点について不備の点があるのであってこれらに関し労働教育乃至行

政運営を以てしても的確に補正し難い点があることが痛感され立法上の措置を施

す必要のあることが明らかとなったのである。 

二、（問） 経済九原則強行の地ならしの為労働組合を去勢する目的を以て改悪を図らん

とするものでないか。 

（答） わが国に課せられた至上命令である経済九原則を実行するには、経済再建の

□□な□□である、労働者の組織である労働組合が自主的民主的で且つ責任ある組

織と活動を以てする協力を得ることが不可欠の要点である。労働組合運動を抑圧し

去勢するようなことでは決して経済九原則を実行することはできない。質問のよう

な考えは毛頭ない。われわれは直に自主的民主的であり且つ経済再建に対してその

責任を自ら負うところの自由にして建設的な労働組合の発展を願うのである。 

三、（問） 労働組合は殆んどすべてが今次改正案に反対し所謂改悪反対闘爭を組織し強

力な闘爭を展開せんとしつつあるときくがこれに対する政府の対策如何。 

（答） 政府は過去数ヶ月に亘り自主的民主的な労働組合の在り方について労資双方

に対する敎育活動を活発に行って来たが若干の組合を除いて組合大衆は改正法案の

基本的方向には必ずしも反対をしていないように思われる。從って改悪反対闘爭が

組織されてもこれが賢明なる労働大衆諸君は必ずしもこれに参加せず過去に於ける

如き所謂労働攻勢にまで発展することはないであらう。むしろ問題は企業整備に伴

う失業、運賃その他物価の値上りに伴う生活の困難化等にあるのであって、政府と

しては、これらの面において労働者を失望せしめないよう十分な配慮を行うことが

必要と考える。 

   次に改正法案に対し賛否の意思を表明されることは自由であるが改正案の成立を阻

止するためストライキその他の実力行動にでることは法の許容するところではなく、

また占領軍の政策□□経済再建の趣旨を害するものともいうべく刑事上、民事上の

免責を受けないこととなり、労働者乃至労働組合にとって、不幸な事態を生来する

こととなるであらう。 

   民主々義を信ずる労働者諸君はかかる実力行動に参加することなく国会を通じて爭
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う途をえらばれると信ずる。万一実力行動等がとられるときは、所要の措置を講ず

るつもりである。 

四、（問） 労働組合法及び労働関係調整法改正の理由如何。 

（答） 提案理由において述べた如く改正の理由は次の三点である。 

(1) 組合法施行三箇年間労調法施行二年半の経験に鑑み現行法の不備を補う。その

本来の目的に一層協う〔適う？〕如くする必要があること。 

(2) 労働組合はその揺籃期を既に過ぎ、眞に民主的自主的にして且つ責任性ある組

織たることが要求せられ特に経済九原則実行の為にはかかる自由にして建設的な

労働組合の発展が不可欠の基盤をなすものであってこの態勢確立の為に法的処置

をもとる必要があること。 

(3) 現行労働組合法は片仮名文語体であるのでこれを平仮名口語体に改め且つ新

憲法及びその他の最近の諸立法との間の調整をはかる必要があること。 

五、（問） 労働組合法労働関係調整法改正法案の基本方針如何。 

（答） 既に提案理由において述べた如く本改正法案の主眼点は左の三点である。 

(1) 労働組合法及び労働関係調整法の施行の経験と諸般の情勢の推移に鑑み自由

にして建設的な労働組合運動の助成を更に一層推進し、これにより公正な労使関

係の維持、労働爭議と公共の福祉との関係の適正な調整を図ること。 

(2) 右の目的の為には数多の諸点について改正を要するものがあるのであるが、各

方面の意見と経済九原則の円滑な実施の為の諸情勢を考慮し、これが改正は漸進

的に措置すること。 

(3) 從って両法とも実質的には一部の改正に止めるが、労組法については文語体を

口語体とする必要から形式的には全文改正とすること。 

六、（問） 改正案立案の経過如何。 

（答） 提案理由において概略説明したが昨年十二月初、田前内閣当時時の増田労

働大臣に対して労働組合法労働関係調整法の改正を考慮しては如何との示唆があり、

政府においても既にその時期であるとの見解を持ったので、従来屢々計画された改

正に関する研究をも参考とし、両法改正の本格的研究に着手し、労働省事務当局の

□□を整え且つ労働省及び法務庁事務当局をもって改正案起草のための委員会を組

織した。本年当初からＧＨＱ労働課の強力な援助と指導の下にこの委員会において

改正法案起草に着手し、労使利害関係者を交えずに純技術的事務的見地から考案を

作成し、二月中旬に至り一応の成案を得たので二月十四日、これを労働省試案とし

て公表した。 

現内閣成立後も引続き作業を継続し、二月二十日から十日間にわたり全国七箇所に

おいて十五回に及び労働省主催の公聽会を開催し、極力労使各方面の意見を求め、

これに基いて試案に改訂を加えた。三月末に至り、これらの意見及び諸般の情勢か

ら改正は当面必要な限度に止める方針が確定し、これに基いて司令部の援助と指導

の下に法案の最後的な仕上げを行い四月二十六日閣議の正式決定を得今回提案に至

ったものである。 

七、（問） 改正案作成にあたり、一部官僚のみの手をもって極秘裡に立案したのは非民

主的ではないか。労務法制審議会には英国の王立委員会の如きものを設け、充分な

－100－

国内労働情報17-03

独立行政法人労働政策研究・研修機構（JILPT）



 
 

事実調査と資料蒐集とを行い、広く各方面の意見をとり入れて立案すべきではない

か。 

（答） 現行の労働組合法、労働関係調整法の立案は、労務法制審議会を設けて行っ

たがこれは当時の事情の下では、労働組合が殆んど空白乃至未発達の狀態にあり、

行政当局においても資料も経験もなく且つ議会も旧憲法下のものであったのでかか

る機関を設けて民間の学識経驗者の意見を徴するより方法がなかった為である。現

在においては国会は新憲法の下に既に十分民主的に組織されており、組合法施行三

年間において資料は既に十分に労働省に集められているのであって、新憲法の下に

おいて政府が立案するに当っては労働行政の□にあたり法律施行の責に任ずる労働

省においてその責任の下に立案し、国民の意志反映は、労働法制審議会の如く一部

学識経驗者のみの意見ではなく、全国民の代表である国会において審議檢討するの

が最も民主的な方法であると信ずる。 

   英国に於ても王立委員会は、当時労働組合が充分なる発達をとげず、これに対する

世論の認識も事実調査、資料蒐集も未だ十分に行われていなかった為に設けられた

のであって、一八七四年の労働組合法改正はその意見に基いて行われたのであるが、

それ以後において労働組合が普及し資料も十分に集った後に於ては、改正に当って

かかる委員会を組織した例はきかないのである。 

八、（問） 労働組合に対する根本方針如何。 

（答） 労働者が自由に團結し労働組合が民主的に且つ責任をもって運営されること

は我が国民主化の重要な要素であり労使の関係が公正に維持される根幹である。か

かる見地より労働組合の自由な民主的な発達助長を図ることは労働組合に対する根

本的なものである。 

   更に今日我が国は経済の復興を速かに完成しなければならぬことは云うまでもない

がそのためには労働者の自主的にして且つ熱意あるこれに対する協力なくしてはな

し得ないのであって、このため労働組合の建設的活動による労働能率の向上が特に

要望されるのであって、かかる労働組合の助長は今日の労働組合に対する基本方針

の一つでなければならないと考える。 

   この根本的方針に基いて労働法規の改正もなされその他の労働行政もこの具体化に

向って進められること勿論である。 

九、（問） 公共の福祉と労働爭議との関係をいかに考えるか。 

（答） 總て国家が成立し存続するのはこれを編成する国民一般の利益と福祉とを擁

護し助長するためのものであってこの中の一部の利益のみを図って全体の利益を害

することは許されない。即ち個人の権利は憲法において強く保障されている（憲法

第三章）が一方憲法は個人の権利の濫用を又強く戒しめているのであり（憲法第十

二條第十三條）この間の調整はその現実的基礎具体的事例のもとに立って判断せざ

るを得ない。 

   労働爭議についてもこの例外をなすものではない。労働爭議はその起るべき理由が

あって発生するものであって、これを徒らに抑制するが如きは厳につつしまなけれ

ばならぬがこれが恣意に流れ公共の福祉をないがしろにするが如きは許されないも

のと云わなければならぬ。然してこれを判断し決定して行くのはその□にある者の
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良識であり民主的に表現される国民一般の意思によってなさるべきものであると考

える。 

   （注・「公共ノ福祉ハ全国民ノ代表者タル国会ノ認定ヲマツ」と書込み。） 

十、（問） 本改正法案は日本の実情を無視したものではないか。 

（答） 提案理由において述べた如く、我国の現在の実狀に鑑みて必要不可欠な改正

であって、実情に即しないものであるとは考えない。本改正案立案は終始司令部の

強力な指導と援助の下に行われたものであって先の労働者試案に於ては団体交渉の

単位等範を諸外国に探したものもあったのであるが、その後の各方面の意見及び諸

般の情勢に鑑み、かかる新しい制度の導入は一応見合わせることとし本改正案に盛

るところは盡く現在の日本の情勢において必要なものであって使用者による経費援

助の禁止等の若干の点は現在の労働組合にとっては実行困難であるとの主張も一部

にはあるがかくの如きことは既に搖籃期を脱し、近く国際的労働運動に参加を許さ

れんとする労働組合にとっては当然に実行しなければならない点であり、且つ実行

可能の事である。 

十一（問） 労働組合法、労調法の改正案は憲法違反でないか。 

（答） この両改正法案は何ら憲法違反ではない。労組法改正法案においては、その

第一條の本法の目的は憲法第二十八條を更に敷衍するものである点からみても明か

である。 

   第二條に於いて組合員の範囲を明確にしているのは労働組合の御用化（注・を防止

すること）と自主性を擁護するためであって憲法の趣旨を助長し第五條においては、

労働組合の規約に記載すべき事項を揭げているがこれは労働組合が民主的であらん

とすれば当然必要な事項の最小限のものであり、又かかる規約を持たずとも組合の

解散と規約の変更を命ずる如き現行法の意図はなく單に法律の規定する手続に参与

し救済を受けられないとしているに過ぎず憲法に違反するとは考えられない。 

   労調法において公益事業について爭議行為に制限を課しているが公共の福祉との調

整を図るために必要最小限のものは憲法に規定する権利に対して加わることは憲法

第十二條及び第十三條の規定からみて当然といわなければならない。 

   又かかる立法は新憲法下において既に行われていて憲法違反とは考えられない。 

十二（問） 極左的労働組合運動に対する見解如何。 

（答） 労働行政の目的は自由にして建設的な労働組合を発達助長せしめることにあ

るが労働組合員自体の持つ思想の自由を侵すことは毛頭考えていない。 

   然しながらこの労働行政の目的からみて労働組合が使用者、政党、政府乃至一部少

数者によって支配されることは極力排除しなければならない。しかしながら政府が

かかる傾向を自らの手で排除することは適当でなく、組合員自身により排除される

ことを期待するものである。 

   かくの如く組合運動がその内部に於ける範囲にとどまる限り政府はその自立性に委

ねるのであるが労働組合が一部破壊的分子により利用されて革命その他破壊的行動

にいでることがある場合においては政府は憲法を守り社会秩序を維持するため断乎

としてかかる行動に対しては具体的に有効な措置を講ぜざるを得ない。 

十三（問） 改正法案は組合に参加し得ない者として相当広範囲の者を規定し、組合運営
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に要する経費に対する使用者援助も極めて厳格に制限し或いは組合規約の必要記載

事項を相当詳細に定め特に会計監査については計理人の監査に附してその証明を要

せしめるなど、発生以来日尚浅い我が国労働組合の実狀を無視した過酷な枠を組合

に押付け組合をつぶしてしまはうとしているとしか考えられないが政府の考えはど

うか。 

（答） 改正法が組合に対し要求するところのものは本来組合が自ら規律すべき当然

のことである。然るにわが国の労働組合はこれらのことを自ら規律せず組合の自主

的民主的な発展を阻害する悪慣行の竹馬の上に乘って歩んで来た。而して労働組合

の発達尚日浅いということから悪慣行の是正について、法の履行は厳正を欠き使用

者労働組合も十分な熱意と努力を示さなかったのである。從って今ここに法の要求

することがたとえ労働組合のＡ、Ｂ、Ｃともいうべきことであっても、或ひは労働

組合その他に厳酷な印象を受ける向もあるかも知れないが、もしこのまま従来の如

き自主性、民主性を欠いた労働組合の竹馬の行進を放置するならばいつまでたって

も自らの足で立った眞に強固な民主的労働組合運動の発展は期待出来ないといわな

ければならない。わが国民主々義の有力な擔手ともいうべき労働組合がかかる実情

にあることは誠に遺憾に耐えない。尚国際労働社会に近く復帰の見透しも傳えられ

ているときに特にそうである。われわれはわが国労働組合の内部に包藏された脆弱

性を十分に認識するが故に労働組合の自主性、民主性を厳重に擁護する規定を設け

ようとするものである。わが国の労働組合が竹馬からおりて自らの足で立ち種々の

困難を克服して健実な労働組合運動を発展せしめることを心から期待する。 

十四（問） 本改正法案と新憲法及びそれに伴い制定された他の法令との関係如何。 

（答） (1) 先づ憲法との関係においては、 

（Ａ） 労働法案（注・労働組合法案）については第一條の本法の目的は憲法

第二十八條の規定をより具体的にして本法案が憲法の趣旨を具体化するも

のであることを明らかにした。 

（Ｂ） 労働法（注・労働関係調整法）の改正法案については労調法第八條第二

項及び第三項を改正して公共事業の臨時的追加指定を国会の承認を経るこ

ととし、憲法第二十八條の趣旨を現行法に比してより妥当なものとした。 

(2) 他の法令との関係においては、労働法（注・労働組合法）改正案については、 

（イ） 第一條第二項は法〔刑法〕第三十五條の規定は労働組合の本法の目的

達成のためにする正当な行為については適用があるものとしてかかる行為

は違法性の阻却されることを明らかにした。尚同項但書は当然の條理を明確

にして従来の解釈についての無用な爭いを防止したものである。 

（ロ） （注・昭和20年労働組合法）第四條を改正したのは国家公務員法附則第十

六條により労働組合法は国家公務員には適用されなくなったこと及び政令

第二〇一号により地方公務員について（注・第４条）第二項の規定により命

令で定める事項が考えられない為である。 

（ハ） 第十九條において労働委員会の種類の中に船員中央労働委員会及び船

員地方労働委員会を新たに法律上明定したのは、国家行政組織法第三條によ

り委員会の設置は法律により定められることとなったので従来勅令にあっ
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たのを法律に明かにしたものである。中央労働委員会を労働大臣の所轄とし

たのも同様、国家行政組織法第三條との関係から行ったものである。 

その他労働委員会に関し従来施行令に委ねられていたものを法律上に明らか

にしたのは国家行政組織法の規定その他最近の一般の立法例によったもので

ある。 

十五（問） 現行労働組合法及び労調法の解釈を変更した立法上の措置又は今回の改正に

より現行法の解釈を特に変更しようとする点があるか。 

（答） 一般的には現行法の解釈を変更する意志はないが若干の点で現行法の解釈を

変更□□改正規定及び解釈の変更をなすべきところがある。 

(1) 労組法改正法案第一條第二項但書は從来の解釈を何ら変更するものでなく当

然のことを規定したにすぎないが從来ややともすれば労働組合の行為は如何なる

ものでも正当なりとする一部の恣意的解釈による無用の混乱を防止したものであ

る。 

(2) 労組法改正法案第二條第一号を詳細に規定したのは從来の解釈を変更するも

のではないがその解釈の基準を明確にしたものである。 

(3) 労組法改正法案第二條第二号但書は現行法第二條第二号中「主タル経費」と原

則として同様の趣旨であるが從来解釈上種々爭いのあったものを明確にしたもの

である。 

(4) 労働協約の平和義務違反の爭議行為の損害賠償の責任があるか否かについて

は従来解釈上大いに爭いがあるところであったが現行法の解釈としては、その立

法経過の特殊性から損害賠償の責任は必ずしも生ずるものではないと解釈されて

いたが一般に民法の解釈において債務不履行を理由として損害賠償の責を生ずる

ことは認められているところであって信義誠実の原則からしても労働協約の平和

義務違反の爭議行為について組合に損害賠償の責任を生ずるものと解せざるを得

ない。 

(5) 労調法第四十條中「爭議行為をなしたことを理由にして」の中、「爭議行為」

は「正当な」ものに限るか「不正な」ものも含むかについて爭いがあったが、不

当労働行為に対する公正にして有効な措置をなし得る方途を労組法改正法案によ

って講じたので労組法改正法案第七條第一号中「正当な行為」に含ましめること

にして從来の解釈上の爭点は解決することとした。 

十六（問） 試案と提出された改正法案の相異点及び公聽会その他各方面の意見を如何に

とり入れたか。 

（答） 先に労働省試案（注・本史料研究（条文史料編）126頁）を発表し全国各地に

おいて公聽会を開き広く各方面の意見をきいて全面的に試案を檢討して併せて總司

令部の強力な指導と援助の下に今日改正法案を提出したのであり、その間広く各方

面の意見を参酌した。試案との相異点及びその理由の大要は次の通りである。 

(1) 試案は労働組合法について現行法を自由な立場から全面的にその構成を変更

したが公聽会及びその他の意見更に總司令部の強い示唆もあって改正法案におい

ては現行法の実質的には一部改正にとどめることとしたので條文の配列は概ね現

行法を〔と？〕同様に行った。 
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(2) 労働組合法改正について 

（一） 改正法案第一條第二項に但書を加えたのは試案第四條と異なるが公聽会

において労働組合の行為の正当性の範囲を明確にせよという意見が強かった

のでその意見を取り入れたものである。 

（二） 改正法案第二條は試案第二條に比較して簡單であり試案中に規定されて

いた「幹部労働組合」を削除したのである。試案を簡單にしたのは法文を簡明

にして然も組合員及び「主タル経費」の範囲を明かにせよとする公聽会その他

の意見によったものであり「幹部労働組合」の規定を削除したのは、試案の規

定も單に解釈上のものにすぎなかったが公聽会において労使中立から一致し

た反対があったのでこれを削除したものである。 

（三） 改正法案からは、試案法案にあった労働組合の設立の届出及び第七條の

行政官庁の勧告の規定を削除したがこれは自由な労働組合の育成を図るべし

とする意見が強かったのと改正の方向を明らかにしたために行ったものであ

る。 

（四） 改正法案第五條第二項の組合規約に記載すべき事項と試案第八條におい

て規定した事項とに若干の差異があるが、試案第八條第一項中の殆んどの部分

は労働組合が社團的組織を持つ以上当然規約に記載すべきであるので殆んど

これを削除し第八條第二項はこれを整理し更に公聽会その他の意見を取り入

れて同盟罷業の場合の組合員又は代議員により記名投票制を改正法案に取り

入れたものである。 

（五） 改正法案第七條の不当労働行為については、試案第十五條を整理したも

のであるが改正法案第七條第二号に於て、試案第十五條第四号の「労働組合の

正当に且つ自由に選ばれた代表者又は労働組合の委任を受けたもの」と異り

「使用者に雇用される労働者の代表者」としたのは単に労働組合の代表者又は

委任を受けたものに限ることは憲法第二十八條の規定からみて不充分である

為である。尚試案第十五條第四号但書を改正法案は削除したが、「正当な理由」

を改正法案中に入れてより簡明なものとした。 

（六） 改正法案には試案第四章に規定された團体交渉に関する規定を改正法案

第六條以外は全部削除したが交渉單任制については公聽会その他において時

期尚早その他の反対意見があったので削除し試案第二十三條第二項及び第三

項の団体交渉の在り方については公聽会における労働者及び中立の人々によ

り強い反対があったのでこれを削除することとし、改正法案第七條第二号にこ

れを「正当な理由」として規定した。 

（七） 改正法案中に現行法第二十三條及び第二十四條と殆ど同様の規定を設け

試案になかった労働協約の一般的拘束力を持たしたのは、試案の団体交渉の單

任制が削除されたので現行法通りとしたものである。 

（八） 改正法案第二十四條では準司法的機能を公益委員□審問の際労使委員の

参与を得て行うこととしているのは試案第四十五條第三項では公益委員のみ

で行うこととしたのと異るがこれは公聽会その他の意見により改正法案に取

り入れたものである。 
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（九） 改正法案第二十七條の労働委員会の不当労働行為に対する原狀回復命令

委員会と裁判所との関係及びその手続について試案第十五條から第二十二條

までの規定を改訂したが、これは公聽会その他の意見をとり入れ労働者の地位

の速かなる回復を図りもって公正な労使関係と労働組合の使用者による運営

阻害の排除を確立しようとしたこと、裁判手続上の適正を図ることにしたため

である。尚これに関連して罰則についても改正法案第三十二條において確定し

た労働委員会の命令及び裁判所の緊急命令違反について有効な措置を講じた。 

（十） 改正法案の第十九條においては地方労働委員会の委員数を各々五名とし

試案における三名を増加したのは公聽会その他の意見を取り入れたものであ

る。 

（十一） 改正法案第十九條において労働委員会の委員の欠格條項を衆議院議員

選擧法と同様にして試案に規定した欠格條項を緩和したのは、公聽会その他の

意見を取り入れたものである。 

(2) 労調法の改正について 

（一） 改正法案には試案にあった公益事業の臨時的□□指定の緊急事態の措置

を削除しているがこれは公聽会その他の意見によって削ったものである。 

（二） 改正法案では、試案にあった公益事業に関する調修却下をなし得る規定

を削除したが、これは改正法案第三十七條の改正により削ったものであり、又

調修不能なる項について調修がなし得ないことは当然のことであるからであ

る。 

（三） 改正法案は現行法第三十六條の改正を行わなかったのは試案と異なるが

これは今日直ちに規定することは解釈的にも種々問題があり又公聽会におい

て労働者の強い反対があったからである。 

（四） 改正法案中には試案に規定した爭議行為の予告制を削除したがこれは公

聽会の他に於いて労働者の強い反対のあったこと及び今日に於ては尚労働関

係の当事者の良識にまつこととし、公益事業については、改正法案において爭

議行為の制限について別途その方法がとられたからである。 

（五） 改正法案においては試案が現行法第四十條を全文削除したのに対し、一

部改正にとどめたのは労働関係調整法による調整の場合の発言の規定は本法

中に規定することを適当としたこと及び本法の調整の場合の発言を理由とす

る不利益な取扱は本法の適正な運営を阻害するものであるから労組法の不当

労働行為と同一とみなされないためである。 

十七（問） 本改正案は現行法と大差なくむしろ後退している面もあるのでかかる改正は

この際不必要ではないか。 

（答） 本改正案は現行法を出来る限り変えない方針の下に立案したものであるが現

在の狀況においては不可欠の改正は、これを規定しており決して無用の改正ではな

い。 

たとえば使用者による不当労働行為の広汎な禁止は中小企業の経営困難に伴う組合

抑圧が次第に増加しつつある趨勢に鑑み、喫緊の必要事である。 

又組合加入者の範囲の明確化、組合事務専從者の給与の使用者負担の禁止その他の
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使用者の経費援助の禁止、暴力行使が正当な行為とならないこと等は経済事情より

みて組合にとって苦難が予想せられる今日にあっては組合はますます自主性を高め、

強力なものでなければならないので從来労働敎育及び行政指導において努力して来

たところであるが、この際これに法的裏付をすることが是非必要である。又労調法

に於ける労働爭議と公共の福祉の調整に関する規定も経済九原則実行のための基盤

として、この際法律をもってかかる規定を置くことは是非必要である。 

その他組合規約の問題、労働委員会の運営の問題等、盡く現狀において最も必要な

規定である。勿論本法案に規定した以外にも必要な改正点もあるのであって、本改

正法案は先の労働省試案に比すれば改正点が少くなったことは事実であるが、これ

は諸般の狀勢の推移を考慮し、本改正案においては現在必要な最低限を規定するに

止め改正は漸進的に行うという方針に基いたものである。 

十八（問） 本改正法案においては労働組合の内部干渉にわたる点が多く憲法第二十八條

に違反するものではないか。 

（答） 本法案は毫も、内部干渉を意図するものではない。現行法の屆出資格審査、

解散命令、規約変更命令等の規約を廃止したのはこれらの規定が□に内部干渉にわ

たる如きことを惹起す虞があることを慮った為である。改正法案の第二條において

組合加入者の範囲、経費援助の範囲を明確にしたのも組合の自主性を尊重するため

に他ならない。又第五條において組合規約の要件を規定しているがかかる規定は民

主的な労働組合としては当然備えているべき事項であると同時にかかる規約を備え

ていない組合についても規約変更を命じ又は解散を強いる如きことは一切行わず単

に法の規定する最小限の要件を備えないものに対しては法による特別のサーヴィス

が提供せられないというに過ぎないのであって何等内部に干渉するものではない。 

その内全般にわたり現行法よりも一層その自主性を尊重し擁護しているのであって、

内部干渉にわたらないことは勿論、憲法第三十八條〔二十八条〕の精神に最もよく

適合するものである。 

十九（問） 行政機関及び裁判所に関する規定が殆ど廃止されたが、かかることで円滑強

力な労働行政の運営に支障を来すことはないか。 

（答） 行政機関及び裁判所の干与に関する規定を極力削除したのは自由なる労働組

合の発達に万一にもこれらの干与が障害を及ぼすことがないように慮ったものであ

る。 

現行労働組合法中第十五條の裁判所による解散命令の如きは旧憲法時代の考え方の

残滓であって、新憲法の下においては当然廃止されるべき事項である。 

又都道府県知事乃至労働大臣の権限と労働委員会の権限に属する事項と重複するも

のは極力整理して労働委員会の権限に本来属すべき事項は委員会の公正な運営にま

つことにし、徒らに委員会に労働大臣、都道府県知事が干与することを廃すると共

に本来一般労働行政に属する事項については、労働委員会の権限を明確に限定して

專ら労働大臣乃至都道府県知事が行うこととしたので、これにより一層円滑公正な

行政運営が期待せられる。 

労働組合及び労働協約の屆出並びに組合の資格審査については自由なる労働組合の

発達を冀う〔こいねがう〕見地から資格審査によって組合の解散を余儀なくする如
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きことを廃止し、又屆出を行政機関に対してすることを強制することを廃したもの

である。屆出の廃止は或いは一時的には行政庁にも労働組合にも若干の困難と混乱

を招くことがあるかも知れないが、結局において自由なる労働組合の発達を促すこ

ととなれば行政庁により敎育指導及び労使の協力によってより円滑な労働行政のた

めの一助となるものであると信ずる。 

二十（問） 地方公務員法案の企図する労働関係。 

（答） 地方公務員法案が研究されていることは承知しているがその成案は未だに得

られていないので法案それ自体に対して云うことはできないが労働省としては地方

公共団体の非現業職員の労働関係が国家公務員と概ね同一の基準によりその労働関

係が規律されることは昨年のマ元帥の書簡からみて当然であるが地方公共団体の営

利企業に従事する職員の労働関係については尚よく研究を要するが原則的には公共

企業体の職員と同様な基礎で律せられるのが妥当であると考える。 

 

第二編 各 論 

第一章 總 則 

第一條（目的） 

一問 憲法第二十八條と改正法案第一條との関係如何。 

答 現行労働組合法は、新憲法施行前に制定されたものであり、第一條の目的に関する

規定も、憲法第二十八條と同趣旨のことを規定しているに過ぎない。しかしながら憲

法第二十八條の規定が、近代國家における労働者の実質的自由を確立するために、契

約自由の原則の上にかぶされた規定であり、労働組合法の最大の使命がこの憲法に規

定せられた基本原則を、より具体的に規定し、これを保障するにあることはいうまで

もない。かかる点より本改正法案においては、現行法第一條の規定を改正し、労働者

が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地

位を向上させること、労働者がその労働條件について交渉するために自ら代表者を選

出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し団結すること

を擁護すること、並びに使用者と労働者の関係を規制する労働協約を締結するための

団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的として揭げ、憲法第二十八條

の根本精神の具体化をはかったのである。 

二問 労働組合法の目的は、窮極においては労働者の地位を向上させることにあると考え

られるが、第一條において労働者の地位の向上を最初の目的にのみかけている理由如

何。 

答 労働組合法の目的が窮極において労働者の経済的社会的地位の向上にあることは

いうまでもないことであって、第一條にかかげられている三つの目的はともに労働者

の経済的社会的地位を向上させるために規定されたものである。第一條において「労

働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者

の地位を向上させること」と規定した場合の「労働者の地位を向上させること」とは

從来使用者との交渉において対等の立場に立ちえなかった労働者を、対等の立場にま

でたかめ、交渉力を均等ならしめて対等に交渉しうる地位にまで向上せしめることを

明かにしたものであって、第二項以下の目的も結局はこの目的のためのものである。 
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三問 改正法案第一條は現行法第一條より後退したものと思われるが如何。 

答 現行労働組合法は、新憲法施行以前に制定されたものであり、第一條の目的に関す

る規定も憲法第二十八條と同趣旨のことを規定しているにすぎない。しかしながら労

働組合法の最大の使命が憲法第二十八條に規定されている団結権、団体交渉その他の

団体行動をする権利の保障という基本原則をより具体的に規定し、これを保障するに

あることはいうまでもないことである。かかる点よりいって改正法案第一條が現行法

第一條を改正して、その目的とするところを具体的且つ詳細に規定したのは当然のこ

とであり、決して現行法より後退したものではない。次に現行法第一條においては「労

働者ノ地位ノ向上ヲ図リ経済ノ興隆ニ寄與スルコト」を目的として揭げているが、改

正法案において「経済ノ興隆」を規定しておらないのは、かかることは労働組合法の

根本精神が経済の興隆のためのものであることはいうまでもないが、本法の直接の目

的ではないからである。 

四問 第一條第二項但書を今回規定した理由如何。 

（注・欄外に「但書」の書込み。） 

答 第一條第二項は、労働組合の正当な行爲は刑法第三十五條の「正当ノ業務ニ因リ爲

シタル行爲」に該当する旨を明かにしたものであるが、一部にこの規定を誤解して労

働組合の行爲として行えばいかなる行爲も正当化され、刑法の適用がないのであると

いうが如き論をなす者を生じ、又実際においても労働爭議におけるフェアプレーの範

囲を逸脱して、団体交渉乃至爭議中等において往々にして暴力を行使した事例がある

のに鑑み、特に念の爲に規定したものである。労働組合の行爲の正当、不当の限界は、

健全なる社会通念にまって判定するものであることは勿論であるが、特に殺人、傷害、

器物損壊等の暴力の行使は、当然にいかなる場合においても正当な行爲とならないこ

とを明かにしたものである。暴力の行使以外にも労働組合の行爲で不当なものがある

ことはいうまでもない。この規定は、現行法の解釈としても当然の事として認められ

ている所であって、ただその旨を特に念の爲に明かに規定したにすぎない。 

五問 暴力の行使以外に、政治スト、ゼネスト、生産管理、同情罷業の如きは不当な爭議

行爲であると思うが如何。 

答 專ら政治的目的のために行うスト、例えば「人民共和政府樹立」を要求するストラ

イキの如きは、使用者に対してその権限外であり、労使関係と無関係の事を強いるも

のであって、且つ國民の選挙による代表たる國会に於て決定すべき事項に関して、労

働者が自己の経済的利益を守り、向上するための手段として與えられたストライキを

以て強制することは明かに権利の濫用であって、不当なるものである。 

ゼネスト、即ち一産業全般にわたって一斉にストライキを行うことも、國民経済を麻

痺せしめ國民に必要以上の迷惑を及ぼすものであって、労働者が自己の経済的利益擁

護の爲必要な限度を超えるものと云わざるを得ず、不当なる爭議行為である。 

（注・欄外に「？」の書込み。） 

同情罷業についても、その判別は極めて困難であるが、たとえば、一金属工場に於け

る賃上げ爭議を応援するために、全國の金属産業全部が一斉にストに入る如きは、賃

上げに無関係な使用者に対して不可能事を強いる如きものであり、單なる示威的目的

のためにストライキ権を濫用するものと云わざるを得ず、不当なるものである。 
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尚政治スト、ゼネスト、同情罷業の如きは、不当なものであることは明かであるが、

実際の形態に於ては、果して経済ストか政治ストかの判別は殆ど不可能であり、たと

えこれらの行爲を禁止する法律を設けても、実際上の適用は殆ど不可能であることは、

諸外國の立法上の経驗が敎へるところである。 

次に生産管理については、使用主の意志に反して恣に労働者が使用主の所有する工場

を運転する如き、所謂生産管理が、一般に不当なる爭議行爲であることは、現内閣に

於てもかわりはない。 

六問 今年四月十三日の労働組合法第一條第二項の解釈に関する法務庁檢務局長通牒に関

する労働省の見解如何。 

答 右の通牒は、檢務局に於て労働省とは別個に檢察当局の解釈として通牒したもので

あって、労働省との共同通牒の如きものでないことは勿論である。然しながら、その

内容については、第一條第二項の解釈としては別段不当ではないと思う。但し、同通

牒で同項以外の解釈について申し添えている部分については、種々議論のわかれる点

を含んでいて問題があるので、この点については今回の改正案に於て立法的に處置し

ている次第である。 

 

第二條（労働組合） 

一問 第二條第一号に規定する如く、労働組合に加入しえない者の範囲を詳細に規定する

ことは憲法第二十八條に違反するものと思われるが如何。 

答 第二條第一号の規定は、現行法第二條第一号に規定する非組合員の範囲をより拡張

しようとするものではない。即ち現行法では單に「使用者又ハ其ノ利益ヲ代表スト認

ムベキ者ノ参加ヲ許スモノ」と規定している結果、その限界が必ずしも明確でなく、

解釈上においても種々の問題を生じたのみでなく、組合御用化の防止についても十分

でない点があったので、これをより明確かつ具体的に規定したものであり、更に本号

によって労働組合に加入することができなくなった労働者が別個の労働組合を結成

することのさしつかえのないことは現行法の解釈と同様であるから憲法第二十八條

に違反するものではないのみでなく、本号は労働組合の自主性擁護の規定であって、

憲法第二十八條の精神を具体化したものである。 

（注・「裁判官ニサヘ良心ニ從イト規定シテイル」と書込み。） 

二問 第二條第一号及び第二号は、現行法第二條第一号及び第二号の範囲を拡張したもの

と思われるが如何。 

答 改正法案第二條第一号は、現行法第二條第一号及び第二号を拡張したものではない。

即ち、現行法の規定は、その規定の仕方が抽象的であり、そのために解釈上に於ても

明確を欠き、その限界についても明瞭でない点があったので、本改正法案に於ては、

これをより具体的且つ詳細に規したのである。第二條については、「主たる経費」と

は何をいうか明確でなかったので、これを具体的実情に即して明確に限定したもので、

現行法の規定を実質的に変更する趣旨のものではない。 

三問 第二條本文中に規定されている「主体となって自主的に」の意味如何。 

答 「主体となって」とは、当該組合の構成員中、その大部分が労働者であって、それ

らの労働者が量質共にその構成の主体とならなければならないという趣旨である。次
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に「自主的に」とは、労働者が自らすすんで労働條件の維持改善その他経済的地位の

向上を図ることをその主たる目的として労働組合を組織することをいい、その場合に

於て政府、政党、使用者その他外部の者の干與、干渉、支配を許さず、又組合員の總

意によらず一部少数者によって牛耳られていないことをいう。 

四問 二月二日の「労働組合の資格審査基準」についての次官通牒は違憲と思われるが如

何。 

答 二月二日の「労働組合の資格審査基準」は、労働組合の資格審査をなす場合の基準

として、現行法第二條についての行政解釈を明かにしたものである。しかしてこの行

政解釈が裁判所乃至一般國民に対しても拘束力を有するものでないことはいうまで

もない。労働大臣が労働組合法を施行するために必要な行政解釈を最終的に決定する

権限を有することは明かであり、次官が命に依ってこの行政解釈を下級官庁に通達す

ることも当然のことであるから何等憲法に違反するものではない。 

五問 二月二日の次官通牒と改正法案第二條との関係如何。 

答 二月二日の「労働組合の資格審査基準」についての次官通牒は、労働組合の資格審

査をなす場合の基準として、現行法第二條についての行政解釈を明らかにしたもので

あるが、改正法案第二條は現行法第二條を具体的且つ詳細に規定したものであり、こ

の次官通牒の解釈を変更しようとするものではなく、同趣旨のことを規定したもので

ある。ただ資格基準に於ては、組合事務所の無料供與が禁止されているのを、改正法

案に於ては、「最小限の広さの事務所の供與」として許した点及び審査基準に於ては

「適度の数の支部若しくは全國大会に出席するに適当な数の組合員の賃金を支給す

ること」を「主タル経費」の中に含めておらないのを、改正法案に於ては「団体の運

営のための経費」の中に含めた点が異っているだけである。 

六問 労働組合の組合員、非組合員の範囲は、労働組合が自主的に決定するか、労使双方

が協議して決定するのが望ましいと思われるが如何。 

答 労働組合法が第二條第一号に於て労働組合に加入しえない者を具体的に規定して

いるのは、これらの者が労働組合に加入する場合は、その組合の自主性が阻害される

おそれがあるのみではなく、労使関係におけるフェアプレイをも確保することができ

ないからであって、自由にして建設的な労働組合運動の促進を目的とする労働組合法

の精神からいって当然のことである。しかして第二條第一号に規定された者を除く範

囲内に於て労働組合の組合員、非組合員の範囲を、労働組合又は労使双方が自主的に

決定することの望ましいのは質問の通りである。 

七問 第二條第一号の「役員」とはいかなる者を指すか。 

答 第二條第一号の「役員」とは、使用者が法人その他の団体である場合において、社

長、取締役、監査役その他理事会又はこれに類するものの構成員であって、二月二日

の「労働組合の資格審査基準」に関する次官通牒の「（イ）總ての会社役員、理事会

又はこれに類するものの構成員」がこれに該当する。 

八問 第二條第一号の「雇入、解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位

にある労働者」とは、いかなるものを指すのか。 

答 第二條第一号に規定する「雇入、解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監

督的地位にある労働者」とは、労働者に対して監督的地位にある労働者であり、労働
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者の雇入、解雇、昇進又は異動について直接にこれを決定する権限を有する者をいう

のであって、人事課長、労務課長はいうまでもなく、技術乃至経営面の部課長であっ

ても、このような権限を持つ者は、すべて含まれる。この場合に於てその役職名の如

何にかかわらないことはいうまでもない。二月二日の「労働組合の資格審査基準」に

関する次官通牒のうち、「（ハ）從業員の雇用、転職、解雇の権限を持つ者及び生産、

経理、労働関係、対部外関係、法規その他專門事項に関する会社の政策決定について

の権限を有し、或いはこれに直接参画する者」の中「從業員の雇用、転職、解雇の権

限」を持つ者がこれに該当する。 

九問 第二條第一号中「使用者の労働関係についての計画と方針に関する機密の事項に接

し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての忠誠と責

任とに直接にて
、

い
、

触する監督的地位にある労働者」とは、いかなる者をさすのか。 

答 第二條第一号中「使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に

接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての忠誠と

責任とに直接にて
、

い
、

触する監督的地位にある労働者」とは、労働者に対して監督的地

位にある労働者であって、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の

事項に接し、その結果その職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての忠

誠と責任とに直接にて
、

い
、

触するものである。即ち、工場支配人、人事課長、会計課長、

労務課長等はいうまでもなく、その他人事課又は労務課等の上級職員の中、労働関係

に関する機密事項に接する地位にある者が含まれる。二月二日の「労働組合の資格審

査基準」に関する次官通牒の中「（ロ）工場支配人、人事並びに会計課長及び人事、

労働関係に関する秘密情報に接触する地位にある者」「（ハ）從業員の雇用、転職、解

雇の権限を持つ者及び生産、経理、労働関係、対部外関係、法規その他專門的事項に

関する会社の政策決定についての権限を有し、或いはこれに直接参画する者」の中の

「労働関係に関する会社の政策決定についての権限を有し、或いはこれに直接参画す

る者」及び「（ニ）労務部（名稱を問わずこれに該当する部課）の上級職員」並びに

「（ホ）秘書及びその他人事、労働関係についての機密の事務を取扱う者」の中、労

働者に対して監督的地位にある者がこれに該当する。 

一〇問 第二條第一号中「その他使用者の利益を代表する者」とはいかなる者をさすか。 

答 第二條第一号に規定する「その他使用者の利益を代表する者」とは、会社の高級幹

部、社長秘書、会社警備の任にある守衛等をいうのであって、二月二日の「労働組合

の資格審査基準」に関する次官通牒の中、「（ハ）從業員の雇用、転職、解雇の権限を

持つ者、及び生産、経理、労働関係、対部外関係、法規その他專門的事項に関する会

社の政策決定についての権限を有し、或いはこれに直接参画する者」の中、「生産、

経理、対部外関係、法規その他專門的事項に関する会社の政策決定についての権限を

有し、或いはこれに直接参画する者」「（ニ）労務（名稱を問わずこれに該当する部課）

の上級職員」及び「（ホ）秘書及びその他人事、労働関係についての機密の事務を取

扱う者」の中労働者に対して監督的地位にない労働者及び「（ヘ）会社警備の任にあ

る守衛」がこれに該当する。 

一一問 改正試案に規定されていた幹部労働組合は、本法案に於ては規定されておらない
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が、認める趣旨であるかどうか。 

答 改正試案に規定されていた幹部労働組合の規定は、労働省主催の公聽会に於ける意

見を取り入れて特に明文を置くことを避けたのであるが第二條第一号の規定によっ

て労働組合に加入することのできない者が別箇の労働組合を結成することが許され

ることは、現行法の解釈と同様であり、憲法第二十八條の規定からいっても当然のこ

とである。但し、かかる部課長組合の組合員の中に、組合員である部課長相互の関係

に於て形式的にも実質的にも使用者の利益を代表する者を含んでならないことはい

うまでもない。 

一二問 第二條第二号の規定は、現在の如き経済狀勢のもとにある我が国労働組合にとっ

ては甚だ酷と思われるが如何。 

答 本号はいうまでもなく労働組合の御用化を防止し、自主性を確立するために設けら

れた規定であって、労働組合法の根本精神からいって当然の規定である。けだし労働

組合とは、あくまで労働者が自主的に団結し、その団結の力をもって使用者と平等の

立場に立ち、もってその労働條件の維持改善につとめることを本来の目的とするもの

である。かかる労働組合が使用者より経理上の援助をうけてその活動を続けるという

ことは矛盾も甚しきものであって、世界各国の労働組合の実際についてみてもかかる

事例は皆無であり、我が国の労働組合も、既に搖籃期を脱し近く国際的労働運動に参

加を許されんとする情勢にある時に於て、世界労働運動の公理に反して使用者の経済

的援助を受けているが如きことは到底許されないことである。 

一三問 労働組合が使用者よりその経費の援助を受けることは、何等自主性の阻害とはな

らないと思うが如何。 

答 改正法案第二條第一号は、いうまでもなく労働組合の自主性を確立するために設け

られた規定であり、自由にして建設的な労働組合運動の促進を目的とする労働組合法

の根本精神からいって当然の規定である。けだし労働組合は、あくまで労働者が自主

的に団結し、その団結の力をもって使用者と対等の立場に立ち、自己の責任と自己の

担とに於て正常なる組合活動を行い、もってその労働條件の維持改善につとめるこ

とを本来の目的とするものである。かかる労働組合が使用者より経理上の援助をうけ、

その活動を続けるということは矛盾も甚しきものがあり、世界に於ける労働組合の実

際についてみてもかかる事例は皆無である。從って本法案第二條第二号に於てその団

体の経費の支出について使用者の経理上の援助をうける団体を本法にいう労働団体

から除いていることは当然のことであると云いうる。 

一四問 第二條第二号の団体の運営のための経費とは、いかなるものであるか。 

答 第二條第二号の「団体の運営のための経費」とは、労働組合の対外活動たると内部

活動たるとを問わず、その運営のために必要な経費である。從って組合專從役職員の

賃金、給料、爭議行爲に参加した労働者の賃金、給料、就業時間中に開かれる組合大

会等の労働組合の会合に出席した労働者の賃金を使用者から受ける団体、組合事務の

ために必要な備品、消耗品を無料で使用者から受けている団体は、本法にいう労働組

合とは認められない。 

一五問 労働組合の事務專從者に対し、会社の福利厚生施設を利用させること、社宅等を

利用させること、労働加配米等を與配すること、失業保険その他の保険料を使用者が
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担することは、組合に対する経費援助に入るか。 

答 (1) 福利厚生施設の中で、労働に対する実物給與の性質を持つものは、給與の中

に当然含まれるので、経費援助になる。但し、使用者との間の雇用関係に基いて被用

者一般に利用を許される福利厚生施設を專從者にも利用を許すことは経費援助には

ならない。 

(2) 社宅は、実物給與の性質をもつことが多いが、特定の社宅を組合管理の福利厚生

施設として使用者が組合に管理を委ねることは、経費援助の例外に該当する。 

(3) 労務加配米は、使用者が與えるものではないから、これを組合の事務專從者に與

えるか否かは国の政策の問題であり、経費援助の問題とはならない。 

(4) 失業保険その他の保險料の使用者担分を、組合事務專從者について使用者が

担することは、国の社会政策に基き、雇用関係を持つものに対して直接に国が納付義

務を課するものであって、労働の対価の性質を持つものではなく、経費援助とはなら

ない。その担を使用者がするか、組合がするかは保險法上の問題である。但し、例

えば労働者災害補償保險に於いて、組合業務による傷害を使用者の業務上の傷害とし

て報告し、保險給付を受けしめる如きことは、各保險法によって処断されるところで

あり、又それが使用者の不当労働行爲を構成することもあり得る。 

一六問 第二條第二号但書中「時間又は賃金を失うことなく」とあるが、その意味すると

ころが不明確である。「時間を失うことなく」の意味如何。 

答 「時間」とは、労働時間によって賃金が定まっている場合であり、賃金とは、生産

費に応じて賃金が定まっている場合である。即ち、時間を失うことなくとは、使用者

と或る事項について二時間に亘って協議した労働者が、時間給を受けている場合には、

その二時間は労働したものとみなされて二時間分の賃金を差し引かれないことをい

う。 

一七問 使用者と労働者が交渉する場合は、協議する場合とは異ってこの両者が対立関係

にあることは明瞭である。しかるにこれを協議する場合と同様に規定しているのは矛

盾していると思われるが如何。 

答 使用者と労働者とが交渉する場合に、この両者が対立関係にあることは質問の通り

であるが如何なる場合に於ても交渉のために費した時間又は賃金を失わないという

のではなく、使用者が許した場合にのみ限られているのであるから、別段矛盾はして

おらないと解せられる。なおこの場合、使用者が許可を與える形式は、労働協約その

他の協定によってもよいし、その都度與えてもよく、更に事前に與えても事後に與え

てもよい。 

一八問 第二條第二号但書中に「最少限の広さの事務所」とあるが、最少限のとは如何な

る範囲のものであるか。更に会社の備品、消耗品の無料使用は許さない趣旨であるか。 

答 最少限の広さの事務所とは、一般的に確定しているものではなく、いかなる広さの

事務所が最少限の広さの事務所であるかは、個々の具体的な場合に於て当該労働組合

及び当該使用者の実態に即して決せられるものである。備品、消耗品についてである

が、本改正法案に於ては、それらの無料使用は許さない趣旨であり、会社側の備品、

消耗品を使用する場合には、社会通念上妥当と思われる使用料又は代金を支拂わなけ

ればならない。しかして労働組合が使用する会社所有の備品の種類、使用料等は、労
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働協約において明定しておくのが望ましい。 

一九問 第二條第二号但書の「経済上の不幸もしくは災厄を防止し、若しくは救済するた

めの支出に実際に用いられる福利その他の基金」とは如何なるものであるか。 

答 第二條第二号但書の「経済上の不幸もしくは災厄を防止し、若しくは救済するため

の支出に実際用いられる福利その他の基金」とは、死亡、疾病、傷害、天災、地変等、

不慮の経済的出費を防止し、又は救済するために、実際に支出する目的をもって積立

てられる基金である。即ち共済基金、災害見舞用積立金等、乃至組合の病院の爲の基

金、組合特約医師の費用の爲の基金等、実際上種々のものが含まれる。 

二〇問 第二條第二号但書の規定によって使用者が福利その他の基金に対してなした寄附

を他の目的例えば爭議資金に流用した労働組合は、本法にいう労働組合であるか。 

答 第二條第二号但書に規定されている厚生又は経済上の不幸、若しくは災厄の防止、

救済等の目的のために実際に用いられるための寄附は、たとえ使用者の明示の意思表

示がない場合であっても、指定寄附と解すべきであって、かかる使用者の寄附を他の

目的に流用した場合は、たとえその流用が第九條に規定する手続によってなされた場

合であっても、当該団体は本法にいう労働組合とは認められないことになる。 

 

第三條（労働者） 

一問 改正法案第三條の「労働者」の中には失業者は含まれるかどうか。 

答 これは現行法第三條の解釈と同様であって、改正法案第三條にいう「労働者」とは、

他人との間に使用從属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいうの

であって、現に就業していると否とを問わないから、失業者も含まれる。 

 

第四條（警察吏員及び消防吏員） 

一問 現行法第四條第二項及び第一項の「監獄ニ於テ勤務スル者」を削除した理由如何。 

答 本項を削除したのは、国家公務員法附則第十六條によって、国家公務員に対しては

労働組合法が適用されず、地方公務員についても政令第二百一号が適用されているか

ら第二項を置く実益がなく、又監獄に勤務する者は全部国家公務員だからである。 

二問 現行法第四條第一項の「警察官吏、消防職員」を「警察吏員及び消防吏員」と改め

た理由及びその範囲如何。 

答 「警察官吏、消防職員」を「警察吏員及び消防吏員」に改めたのは国家公務たる警

察官吏及び消防職員は、国家公務員法第九十八條第四項及び附則第十六條の適用を受

けるに至ったから本法に規定することが意味がないからであり、その範囲は、從来警

察官吏又は消防職員と称せられたもののうち、地方公共団体に於て吏員たる身分を有

するものであって、警察技師等は含まれない。 

 

第二章 労働組合 

第五條（労働組合として設立されたものの取扱） 

一、問 本條の規定は一時伝えられた登録制の復活ではないか。 

答 本條の趣旨は労働組合がこの法律又は労調法に規定する特別の手続に参與し救 

済を受けようとするときはその都度労働委員会に対してこの法律に適合するもので
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あることを立証しなければならない。この法律の要求する要件を欠いているものに

対しては労働委員会の特別のサーヴィスは提供しないという趣旨のものであって恰

かも裁判所に出訴するものが訴権を有するものでなければならないのと同様で登録

制とは何等関係がない。 

即ち、登録制では一般にすべての組合に屆出を要求し、これを資格あるものとなき

ものとに区別し、資格あるもののみを台帳に記載してこれに特権を与えるのである

が、本條においては何等かくの如き事項を規定しておらず又組合にかかる屆出や、

資格審査を予め一般的に受けることを要求しているものではない。 

二、問 労働組合に一々立証をさせることは二條の立証の如きは困難な場合があって酷で

はないか。この際の労働委員会の権限如何。 

答 特別のサーヴィスを受けようとするものは、そのサーヴィスを受ける資格を備え

ることを証明すべきことは止むを得ない。又一般には立証は規約と協約とを提出す

れば一応の立証が成立するから、さして困難であるとは思われない。委員会は規約

協約を一応審査する外にもし疑がある場合は勿論実体調査をすることができる。た

とえ規約が完備していても、それが紀文となっているときはやはり第二次の規約を

備えないこととなる（注・意味？）。組合はこの場合疑点について委員会の疑を解く

ように立証をしなればならない。委員会はこの際は第二十二條に規定する権限によ

って帳簿書類を調査したり証人を喚問したりすることができる。組合が労働委員会

の疑を十分氷解する証明ができなければその組合は手続参与の資格がないものとさ

れ救済も受けられない。 

しかし乍ら委員会に於いて本法に適合する旨の立法（注・立証？）不成立、從って

手続参与の資格なしとの決定をしたときはその委員会が地労委であればその決定を

受けた組合は、中労委に再審査申立が出来る。中労委が資格なしと決定しても尚そ

の決定が違法であると信ずる組合は、行政事件訴訟特例法の規定によって裁判所に

その決定の取消を求める訴を起すことが出来る。 

三、問 現行法の資格審査との差異如何。 

答 現行法第五條では労働組合の屆出を規定し第六條では資格審査を規定しているが

改正法案と現行法とのこの点についての差異は次の通りである。 

(1) 屆出は改正案では必要でなくなった。 

(2) 現行の資格審査は行政庁が何時でもいかなる労働組合に対しても職権ででき

るが改正案では組合が労働委員会等の手続に参与しようとするときにのみ組合の

申立によって資格を審査される。 

(3) 資格審査の決定は、労働委員会の決議によって都道府県知事が行うが（第二審

の時は労働大臣）、改正案では労働委員会のみで決定する。 

(4) 資格審査の決定資格なしとされると組合は解散しなければならなかったが、改

正案では単に本法と労調法との特別の手続に参与し、救済を受けることが出来な

くなるに止めた。 

(5) 資格審査の規準は現行法では第二條の規定のみであったが、改正案では第二條

の外第五條の要件を備えているかどうかも立証しなければならない。又第二條に

ついては現行法に比しその規定が詳細且つ明確になっている。 
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(6) （注・現行法は）都道府県知事等の決定には労働大臣及び中労委は資格否認の

決定に対して当事者の申立によってのみ資格再審査をしたが、改正案では中労委

は職権再審査をすることが出来、しかも資格ありとする決定に対しても再審査で

きる（第二十五條）。 

(7) 行政官庁の資格決定は組合そのものの存廃を決定するもので從って第三者□

他の行政機関等をも拘束したが、整案では単にその時のその労働委員会の手続を

拒否されるのみである。 

四、問 第五條第一項但書の趣旨如何。 

答 個々の労働者が組合活動をしたときに、その故をもって解雇等をすることを禁ず

るのが第七條第一号であって、直接には個々の労働者を保護する規定であるのか

（注・あるので？）、その労働者がたまたま資格ある労働組合の組合員であったかど

うかは問わず、組合活動として正当なものであるかどうかによって保護を与えるべ

きか否かを決定する趣旨である。仝條第二号及び第三号は団体としての行為の保護

であるからかかる規定をおかなかったのである。 

五、問 第五條第一項の規定は規約不備の労働組合が爭議を起し調停を行うことができな

くなる趣旨であるか。 

答 本項の規定は、規約が第五條第二項の要件を満たさないものであるときは、労働

組合としては手続に参与することが出来ないことを定めているものであるが労働関

係調整法においては調停に参与する者は「労働関係の当事者」という語を用いてい

るのであって、この当事者は必ずしも労働組合に限るものでなく爭議□□（注・主

体？）の労働者の集團であってもよいことは勿論である。從って規約不備の労働組

合も組合名をもって調停を申請しては受理せられないのであるが、爭議□□（注・

主体？）の労働者の団体であって労働関係の当事者たるの資格においては調停申請

その他の労働法の手続に参与できるものである。 

六、問 ここにいう手続、救済とは何をさすものであるか。及び救済はいかなるものか、

いかなる場合に得られるのであるか。 

答 救済とは労働組合法にいう救済、即ち実際には不当労働行為に関する労働委員会

の救済手続をいうものである。從って使用者の不当労働行為があった時には第二項

の規約を具備しない労働組合であって、労働委員会に提訴〔救済申立て〕出来ない

ものであっても民事訴訟法の定めるところにより使用者の支配の排除を求める訴を

裁判所に提起し、又はそれに対する損害賠償を請求する訴を起すことは妨げない。 

手続に参与とは、この法律によって創設せられた手続をいうのであるから、たとえ

ば前に述べた一般の民事訴訟による訴はこの法律にいう手続ではないこと勿論であ

り、又労働協約締結の手続の如き本法をまたずして労働組合として本来なし得る手

続はここにいう「この法律に規定する手続」には含まれない。從ってここにいう手

続の主要なものは、不当労働行為の救済手続、法人登記の手続、労働委員会の委員

候補の推薦手続、斡旋、調停、仲裁の手続である。しかしてこれらの手続中、斡旋、

調停、仲裁、団体交渉拒否の不当労働行為救済手続の如く、手続に参与するものが

法律上労働組合のみに限らず、労働者又は労働関係の当事者にも許されている場合

は第二項の規約を備えない労働組合であっても、組合としての資格では手続に参与
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できないが、爭議□□（注・主体？）の資格において手続に参与することができる。 

（詳細別表参照） 

 

１〔保護〕 
團 体 二條組合 五條組合 個々の労働者 

改正案 現行法 改正案 現行法 改正案 現行法 改正案 現行法

刑事上の免責（第一條第二項） 

△ 

刑法35条により同

様の保護を受ける

△ ○ ○ ○ ○ △ △ 

交渉権限（第六條） × × ○ ○ ○ ○ × × 

不当労働行為

（第七條） 

第一号（組合活動の保

護） 
× × 

△ 

労働組合とし

て労働委員会

に訴え得ない

○ ○ ○ ○ ○ 

第二号（団体交渉の保

護） 

△ 

団体として労働委

員会に訴え得ない

規定ナシ
△ 

△上 
規定ナシ ○ 規定ナシ × 規定ナシ

第三号（組合支配、経

費補助） 
× 規定ナシ

△ 

労働委員とし

て労働委員会

に訴え得ぬ

規定ナシ ○ 規定ナシ × 規定ナシ

民事上の免責（第八條） 

△ 

條理上同様の保護

をうける 

△ ○ ○ ○ ○ △ △ 

労働協約の締結（第十四條）  × × ○ ○ ○ ○ × × 

爭議の際の発言（労調法第四十條） × × × × × × ○ □？ 

（一） 保護についての差別は労働組合であるか否かに基くものであって、第五條第二項の規

約を備えるか否かによるものではない。 

（二） 団体及び個々の労働者について△印があるのは、條理上の拡張適用に基くものである。 

（三） 不当労働行為第七條第一号は第五條第一項但書の規定により爭議の際の発言（労調法

第四十條）は專ら個々の労働者保護の規定であるから個々の労働者の覧に〇印がある。 

（四） 不当労働行為について二條組合と二條五條組合との間に△と〇の差があるのは、保護

そのものとしては差別がないのであるが保護の為の救済が労働委員会によって行われるもの

であり、救済に関する差異が結局保護の差となるので△と〇の差が生じたものである。 

 

２〔義務・制限〕 
團 体 二條組合 五條組合 個々の労働者 

改正案 現行法 改正案 現行法 改正案 現行法 改正案 現行法

組合基金の流用（第九條） × × ○ ○ ○ ○ × × 

組合の解散（第十條） × × ○ ○ ○ ○ × × 

（労調法） 

爭議行為の屆出（第九條） ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 

調停受諾後の爭議行為制限(第二十六條） ○ 規定ナシ 規定ナシ ○ 規定ナシ × 規定ナシ

安全施設保持(第三十六條） ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 

冷却期間(第三十六條） ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 

（一） 組合法関係の×○の差は労働組合であるか否かによるものであり第五條第一項の規定

に基く差ではない。 

（二） 労調法関係の×○は個々の労働者がこれらの規定について労働関係の当事者となるこ

とがないからであって労組法第五條第一項の規定に基く差ではない。 
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３〔手 続〕 
團 体 二條組合 五條組合 個々の労働者 

改正案 現行法 改正案 現行法 改正案 現行法 改正案 現行法

法人 第十一條第十二條 × × × ○ ○ ○ × × 

協約の拡張適用の申立権 第十八條 × × × ○ ○ ○ × × 

労働委員会委員の推薦権 第十九條第七項 × × × ○ ○ ○ × × 

（労調法）         

斡 旋 
調 停 
仲 裁 

○ ○ △ ○ ○ ○ × × 

 
労働組合としてでなく労働者

の集団として参加出来る 
    

 

４〔救 済〕 
團 体 二條組合 五條組合 個々の労働者 

改正案 現行法 改正案 現行法 改正案 現行法 改正案 現行法

不当労働行為に対する救済手続参与 第二

十七條 
× × × 〇 ○ ○ ○ ○ 

 

七、問 第五條第二項において組合規約の必要記載事項を詳細に規定したのは組合の内部

干渉で憲法第二十八條違反と考えるが如何。 

答 現行法に比して改正法案は組合規約の必要記載事項を詳細に規定してはいるがこ

れは民主的な労働組合として当然規約に規定すべき最低限の事項を規定し労働組合

の民主性責任性を保障したものであり、しかもかかる規約をそなえない組合に対し

ても規約変更命令を発するとか解散せしめるとかの処置をとるものではなく單に本

法と労調法の手続に参与できず特別のサーヴィスを受けられないというにすぎない

から何等憲法に違反するものではない。およそ法の保護を受けるものであって、法

がその内容につき何等規定できないということは有り得ない。 

八、問 「単位労働組合」「連合団体である労働組合」及び「単一労働組合」とはいかなる

ものをいうのか。 

答 「単位労働組合」とは改正法案第二條の労働組合であって支部・分会その他名稱

の如何にかかわらず労働組合をその構成分子としない労働組合をいう。 

「連合団体である労働組合」とは支部・分会その他名稱の如何にかかわらず労働

組合をその構成員とする労働組合を云う。 

「単一労働組合」とは、法律上又は行政上の用語ではないが通常個人加入の加入

形式をとる連合団体たる労働組合をいう場合が多い。即ち単一組合そのものは法律

上の性格は連合団体でありこれの傘下の支部・分会等が単位労働組合であることが

多い。 

問 「全国的規模をもつ労働組合」とはいかなるものか。 

答 社会通念的に云って全国に亘って組織をもつ労働組合をいう。 

九、問 第五條第二項第三号は青年部や婦人部の存在を禁ずる趣旨か。 

答 第五條第二項第三号は、組合員の基本権をうたったものであるが、この規定は必

ずしも青年部等の名稱をもつものの存在を一切否定するものではない。然しながら
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青年部の役員が当然組合の中央執行委員であるような組織になっている場合は青年

部員である組合員は役員選出権の二重行使を行うことになるわけであってかかる特

権的存在は許されない。この外青年部がその組織活動について組合員一般の一切の

容喙を許さずその他組合の統制と調和を破壞し、組合員の権利の平等を侵害するも

のであるときはかかる青年部の存在は許されない。 

尚、婦人部については婦人労働の特殊性から、その特殊の立場の為に特別の部を設

けることは我国の実情において意義のあることであるが、かかる婦人部といえども

二重投票権の行使等の特権が許されるべきでないことはいうまでもない。 

一〇、問 「宗教」と規定したのは、宗教以外の他の思想、信條によって区別することを

許す趣旨であるか、許すとすれば憲法第十四條違反ではないか。 

答 宗教以外の政治的信條によって区別すること。たとえば「共産主義者は本組合の

組合員となることができない」という規約を或る労働組合が持つことは本項の規定

の何等触れていないところである。本項は差別待遇を禁ずる最低限の要求を定めた

ものであって、ここに列擧された以外の事項によって差別することは、組合員の總

意がもしそれを慾するのであれば、敢えて法を以て排除する必要はないのである。 

憲法第十四條の規定は法律上平等であり国が差別をしないことを規定したもので、

労働組合、その他の私人の団体が資格について差別をすることは、何ら憲法違反と

ならないのみでなく、団結の自由から云って法律には公序良俗を紊さない限り当然

許されるところである。 

一一、問 第五條第二項第六号にいう總会とはいかなるものか。 

答 總会とは労働組合の最高意志決定機関であり、且つ組合員全員又は組合員全員に

よって選ばれた代議員によって構成されたものをいう。 

一二、問 「組合員によって委嘱された」とは個々の組合員が委嘱する意味であるか。 

答 「組合員によって委嘱された」とは勿論個々の組合員が勝手に委嘱する意味では

なく、その労働組合によって委嘱されるものであるがただ役員等が恣に適当な人を

選ぶことを許すのでは実益がないので、一般組合員がその總意によって委嘱するも

のであることを明かにする為に、かかる表現を用いたのである。極東委員会の十六

原則にも同様の用語を用いている。 

一三、問 「正確であることの証明書」とは何か。 

答 収支の記載、計算等が正確であることをいうのであってその用途が正不正又は当

不当をいうものではい。 

一四、問 「職業的に資格がある会計監査人」とは何か。 

答 会計監査を職業としかかる資格がなければその職業を行えず、その職業を行うこ

とが資格あることを意味するところの者、即ち法令によりその職業が会計監査を行

う資格ありとされている者、たとえば公認会計士法に基く公認会計士等の如きをい

うものである。 

一五、問 かかる厳重な規定をおく必要如何。又小さな労働組合では費用の点もあって実

行不可能ではないか。 

答 組合財政は労働組合の活動及び存立の根本であってこれが確立せず、又は組合員

のこれに対する信賴感がなければ労働組合は健全強力なる発達をとげることが出来
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ないものである。從ってこれが為には万全の処置をとる必要があるのであって極東

委員会の日本労働組合に対する十六原則においても之も同様の事を揭げているので

ある。我国の労働組合運動には財政の確立がとかく軽視される傾があったがその為

に或は組合の御用化を招き、或は組合幹部の不正費消等のことがあり、又そのため

に組合費滯納が巨額に上っている例もあるのであってこれが日本の労働組合の癌を

なしている。眞に自由にして建設的な労働組合の確立には、一方において使用者に

よる経費援助をたちきると共に一方においては会計監査を極力厳重に行い組合員自

らの手でその財政を確立することは喫急の要務である。 

又小さな組合における公認会計士を依賴する費用の負担については之等組合の加入

する上級団体において会計士を委嘱し、又は数個の組合が連合して一人の会計士を

委嘱する如き措置をとれば不可能の事ではない。 

一六、問 会計監査は組合員が自主的に行えばよいのであって、外部の公認会計士を雇い

入れることは不安ではないか。又使用者に経理公開を要求しないで労働組合にのみ

要求するのは不当ではないか。 

答 組合員中から選ばれた会計と監査役では專門家でないために十分精密な監査を行

えない惧がある。又組合員内部の会計監査役は時に経理を十分公開することをはば

かりその為に不正不当な支出等が隱蔽されてしまう場合があることは経驗の敎える

ところであり、それ故に極東十六原則においても特に「職業的に資格のある会計監

査人」の証明を要求しているものである。 

又経理の公開については組合員に組合財政を公表することは、経理を外部に公開す

るものではない。又会社経理は株主總会に監査役の報告書と共に提出すれば足りる

のであるが、労働組合は会社の如く株主の私益を目的とする組織と異り組合員全員

に重大な利害関係を有するものであるから、これを同口に論ずることは出来ない。 

一七、問 労働組合の役員の選出、同盟罷業の開始及び規約の改正は組合の内部事項であ

るのに何故組合の自主性にまかせないか。 

答 これらの問題は何れも労働組合の内部事項であるが 

一、労働組合の役員はすべての組合員の信賴を受けた人でなければならず組合長や

その他の少数幹部が勝手に役員を指名するときは組合員の總意を反映せず組合運

営非民主化の第一歩である。組合の民主性を確保するために役員はもっともよく

すべての組合員の意思を反映し得る直接無記名投票によって選出されることとし

たのである。もっともその事が困難な場合には組合員の直接無記名投票によって

選擧された代議員によって選出されることとした。 

二、同盟罷業は労働組合の重大な行為であって組合幹部や一部少数者による独裁は

従来同盟罷業にもっとも顯著にあらわれたのであるがここにおいても民主性、責

任性を保障するため過半数の決定を同盟罷業を開始する場合には必要とした。 

三、規約は組合の憲法ともいうべきものであってその改正にあたっては愼重を要す

るのであって、組合〔組合員〕又は組合員の直接無記名投票によって選出された

代議員の過半数を要することとしたのである。 

これらは何れも民主的労働組合として要求される最低限の要求であって決して組

合内部に干渉し、その自主性を奪うものではない。 
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一八、問 改正法案第五條第二項第八号の「同盟罷業」を「爭議行為」としなかったのは

何故か。 

答 爭議行為には、同盟罷業、怠業、ピケツテイング等があるが本号はこれら爭議行

為のうち、もっとも典型的な同盟罷業のみを組合員又はその無記名投票によって選

擧された代議員の直接無記名投票の過半数の決定を経なければならないこととした

のである。 

「爭議行為」というときは爭議行為の範囲が必ずしも明確でないから、過度に爭議

行為は制限を加えることとなる虞がある。 

 

第六條（交渉権限） 

一、問 労使双方は団体交渉に応ずる義務ありや。 

答 第七條第二号の規定によって正当な理由なくして団体交渉を拒否することを禁ぜ

られ、団体交渉に応ずる義務が明かにされた。 

労働組合は団体交渉に応ずべき法律上の義務はない。蓋し団体交渉は元来労働者が

その権利を守る為に行うものとして認められたものであるからである。然しこの事

は労働組合か使用者か正当な理由により団体交渉を開くことを求めた場合に故なく

之を回避することを認めるものではない。 

二、問 改正法案第六條に規定する「交渉する権限」とは労働協約や契約の締結権限をも

含むものであるか。 

答 「交渉する権限」とは労働協約や契約を締結する権限をも含むものではなく單に

交渉する権限をいうのである。従って労働組合の代表者又は労働組合の委任を受け

たものが労働組合のために交渉をして交渉の結果労働協約を締結するには組合規約

や組合の委任等によって労働協約の締結権能を附与されていることが必要であって、

然らざる場合は單に労働組合のために交渉するに止まり、組合の總会にはかる等正

規の手続をふんで協約締結権限を与えられなければ労働協約を締結することはでき

ない。個々の組合員のための交渉をする場合も同様であって、代理権が附与されて

いない場合は交渉事項に関して契約を締結することはできない。もし無権限のまま

で労働協約や契約を締結した場合には民法の無権代理等の問題を生ずる。 

三、問 第六條の「労働組合の代表者」「労働組合の委任を受けた者」とはなにか。 

答 「労働組合の代表者」とは組合規約や總会の決議等で組合を外部に対して代表す

る者として正規の手続で選出された者であり、通常は労働組合の中央執行委員長の

如きものである。 

「労働組合の委任を受けた者」とは組合員たると組合員外たるとを問わず組合規約

や總会の決議等により労働組合から交渉の委任を受けた者である。 

四、問 使用者又はその団体は交渉権限を第三者に委任できないのか。 

答 使用者又はその団体は勿論一般の委任の形式に從って交渉権限を第三者に委任す

ることができることはいうまでもない。 

五、問 改正法案第六條に「労働協約の締結その他の事項」とあるが「その他の事項」と

は如何なる事項でも交渉内容として差支えないのか。 

答 交渉は賃金労働時間等の労働條件に関する労働協約の締結が主なるものであるが、
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その他の事項についても交渉をすることができる。しかしながら団体交渉はその交

渉範囲が労働関係に限られるということは條理上当然である。 

第七條（不当労働行為） 

一、問 不当労働行為に関する改正法案第七條と現行法第十一條との相違点はどうか。 

答 改正法案第七條は現行法第十一條に比較して使用者の不当労働行為の範囲を拡充

したものである。即ち第一号本文は現行法第十一條と同じであるが第二号で使用者

の正当な理由のない団体交渉の拒否を禁止して団体交渉権を擁護し第三号で使用者

の労働組合に対する経費援助その他の一切の干渉妨害を排除することにより労働者

の団結権その他の団体行動権を擁護したのであって、現行法に比して一層労働者の

地位を保障し労働組合の活動を保護したものということができる。 

二、問 改正法案第七條第一号但書の「労働組合が特定の工業事業場に雇用される労働者

の過半数を代表する場合」とはいかなる場合をいうのか。 

答 「特定の工業事業場」とは個々の工場事業場であって必ずしも一工場に限るもの

ではないが一産業とか一地域全部の工場事業場全体であってその範囲、数等が明確

でないものは含まない。「雇用される労働者」というのは現に使用者に使用されてい

る労働者をいうのであって、失業者や雇用されんとする労働者は含まれない。「労働

組合が労働者の過半数を代表する場合」とは或る労働組合に特定の工場や事業場に

雇用されている労働者の過半数が加入している場合二つの労働組合があってそれが

労働者の過半数をしめているときにその一が他に委任した場合或る労働組合が当該

労働者の過半数の委任を受けている場合等をいうのである。 

三、問 改正法案第七條第一号但書で特定の工場事業場の労働組合がクローズド・ショッ

プやユニオン・ショップの労働協約を締結するには、その工場事業場に雇用されて

いる労働者の過半数を代表する場合としたのは何故か。 

答 クローズド・ショップやユニオン・ショップの労働協約は、特定の工場事業場に

雇用されている労働者がこれらの労働協約を締結した労働組合の組合員たることを

要求するものであるが組合加入にあたっては組合員の自由な意思が尊重さるべきこ

とは言を俟たない。例えば百人の從業員を有する工場事業場で二十名だけが労働組

合を結成している場合にクローズド・ショップやユニオン・ショップの労働協約を

締結するときは、八十名の從業員はその労働組合に加入するかその工場事業場を辞

職するかの何れか一方を選ぶことを余儀なくされるのであって公序良俗に反し又多

数決の原則に反するものといわなければならない。從ってかかる協約を締結する場

合には少くとも労働者の過半数が加入している労働組合の如く労働者の過半数を代

表する場合に限ったのである。 

四、問 この改正案では使用者の不当労働行為のみを厳重に規定し労働者の不当労働行為

についてはなんらふれるところがないのは労使対等の原則からして甚だしく妥当を

欠くと思われるがこの点に関する政府の見解如何。 

答 労働組合法はいうまでもなく健全な労働組合の発達を保護助成することを目的と

するものであって現狀においては労働者が使用者に対して経済的に劣位にあり、こ

れを対等の立場にもっていくことがその目的である。從って労働者の不当な行為を
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列擧して労働組合法によって之が排除の特別の措置を講ずることは当を得ないので

あって現狀においては使用者が労働者又は労働組合に加える圧迫を排除するために

使用者の不当労働行為を規定し、これが排除の特別の措置を講ずることが必要なわ

けである。尤もそれが為に労働者乃至労働組合の不当な行為が許されてよいという

ことは毛頭なく不当な行為は或は刑罰法規に照して処断され或は使用者によってそ

の行為をしたものが解雇せられるのであって従来ともすれば誤解の生じ易かった第

一條第二項に但書を加えたのもこの趣旨を強調するものに外ならず労働者の不当労

働行為は特に法律に特別の是正手続を定める必要がないのである。 

五、問 第七條第二号にいう労働者の代表者というのはいかなる意味であるか。 

答 ここにいう労働者とは個々の労働者というのでなく労働組合その他の労働者の団

体という意味であるが、労働者の団体と規定ないのは必ずしも第二條にいう如き社

団たる性質をもつ必要がないからである。しかしながらこれは單なる労働者の集団

であってはならずそこに代表者を選出し使用者に対して交渉を行うに足る統一的な

意思が存在するのでなければならぬ。從ってその代表者は無記名投票等の全員の意

思を公正に表明する方法によって選出されたものでなければならぬことはいうまで

もない。 

規約が第五條第二項の要件を満たさない労働組合であってもかかる意味においては

代表者となり得るのであるが、しかし使用者がこれとの団体交渉を拒んだ場合も、

その労働組合としては労働委員会にその救済を求めることができない。 

又爭議團その他の団体であっても使用者はこれとの団体交渉に応ずる義務があるの

であるがただかかる団体は第二條及び第五條第二項に適合する労働組合と異り正当

な代表者であることを明かに使用者に示す必要があり、かかる代表者の正当性が疑

はしいときは当然使用者の団体交渉を拒む「正当な理由」となる。尚かかる代表者

が団体交渉を他の者に委任することは、一般の意思表示と同じく当然許される。 

六、問 使用者が団体交渉を拒否しうる「正当な理由」とはいかなるものか。 

答 第七條第二号は使用者が正当な理由がなくてその雇用する労働者の代表者と団体

交渉をすることを拒むことを禁止しているのであるが、使用者が応ずる義務のある

団体交渉は平和的に秩序ある交渉であることを要することは当然であって労働組合

等の代表者が必要以上沢山押しかけてけ
、

ん
、

騒であり正常な交渉を相手方が著しく誠

意を欠いて交渉を行えないような場合、又は五、六十名もの労働者が数名の使用者

代表を小さな部屋に押しこめ、一晩中相手に休息を与えないとか、社長自宅の附近

にピケットをはって社長の家庭生活まで看視するとか不必要に個人の生活をおびや

かすような場合等には使用者は正当な理由ありとして団体交渉を拒むことができる。

その他爭議団の代表者として団体交渉を申しこんできた者が委任狀などを持たず果

して眞に爭議団を代表するかどうかが疑わしい場合等には団体交渉を拒むことがで

きるのである。 

しかしながら結局「正当な理由」かどうかは具体的に健全な社会通念に從って判断

されるべきであり、最終的には裁判所の判断にまたねばならないのである。 

七、問 第七條第三号に規定する労働組合の「運営」はいかなることか。 

答 「労働組合を運営する」とは内部的には役員選出その他の行為をも、又対外的に
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は団体交渉をすること等組合の行為一切をいう。 

八、問 使用者が労働組合の行う爭議行為の対抗手段としてロック・アウトを行うことは、

労働組合の運営を「支配」したり、運営に「介入」したりすることにならないか。 

答 「支配」及び「介入」とは組合の内部意思に干渉するものであり「支配」はその

結果その意思を左右することをいい「介入」とは左右する程度にまで至らないもの

を云うのであってロック・アウトを行うこと等は含まれない。 

九、問 暴力団等の第三者による不当労働行為を何故規定しないか。 

答 使用者が暴力団等の第三者を使いそうして組合に干渉する場合は不当労働行為で

あるが使用者と暴力団等との関係を確認することが困難である。暴行強迫に及べば

暴力団であると否を問わず刑法の適用を受けるが然らざる場合第三者について広く

かかる禁止を適用することは妥当でない。 

一〇、問 使用者が全国大会に出席する組合員にその旅費や大会中の賃金を与えることは

不当労働行為となるか、又スト中の賃金を何等かの名目で与えることはどうか。 

答 いづれの場合も使用者の不当労働行為である。 

一一、問 使用者が労働組合と專従職員の給与は支給する旨労働協約を締結し、その給与

を拂ったときは使用者の不当労働行為か。 

答 勿論不当労働行為である。尚、この場合組合專従職員の給与の支払を受けた組合

は改正法案第二條にいう労働組合とはいえない。 

 

第八條（損害賠償） 

一、問 第一條第二項の労働組合の正当な行為、第八條の正当な爭議行為とその「正当」

の意味の異同如何。 

答 これらの労働組合の行為の正当性はすべて健全なる社会通念に従うものであって

これらの間に矛盾があるべきでないことは勿論であって第一條第二項と第八條とは

共に違法性の有無の問題であって同様のものであるべきである。 

二、問 労働組合が労働協約に違反して爭議行為を行った場合には損害賠償の責任を負う

か。 

答 労働協約違反の爭議行為が民事上の免責を受けるか否かについては、現行法の解

釈としてはその立法経過の特殊性から協約違反というのみの理由では損害賠償責任

は生じないとの解釈が行われて来たが労働協約に定める手続に違反してなされた爭

議行為は信義誠実の原則に反するものであり又債務不履行を理由とする損害賠償責

任の請求は一般に認められるところであってかかる爭議行為については労働組合は

損害賠償責任を負うものと解すべきであって從来の解釈は改められるべきである。 

三、問 労働組合の行った正当な爭議行為によって損害を受けた第三者は損害賠償の請求

をすることができるか。 

答 労働組合の行った正当な爭議行為については使用者は労働組合又はその組合員に

対して損害賠償を請求することが出来ない旨を改正法案第八條は規定しているが正

当な爭議行為は民事上違法〔ママ〕であるから第三者も労働組合又はその組合員に

対して正当な爭議行為を理由とする損害賠償の請求をすることはできない。 
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第九條（基本の流用） 

一、問 「他の目的」とはいかなるものをいうか。 

答 爭議資金等に流用される場合が多いと思われるが、これに限らず他の如何なる目

的に流用することもこの手続を要する。 

二、問 總会の決議は特別の手続を要するか。 

答 無記名投票等のことは要求されない。規約の規定による正規の手続であればよい。 

三、問 本條の趣旨如何。 

答 組合財政の保護及び組合員の経済上の利益保護がその目的である。 

 

第十條（解散） 

一、問 労働組合の解散事由が現行法と異るのは何故か。 

答 第十條は労働組合の解散事由として現行法に規定しているもののうちから、破産

組合資格否認の決定及び裁判所の解決命令による解散を削除したものである。破産

による解散については労働組合が債務超過になったからといって組合の存在までも

奪い解散させることは妥当でないので削除したのである。 

組合の資格否認の決定及び裁判所の解散命令による解散については改正法案はあく

まで組合の自由設立主義を徹底し後審査や裁判所による解散命令の如き労働組合に

対する干渉規定を廃止したので解散事由もこれに從って削除した。 

 

第十一條（法人である労働組合） 

一、問 「この法律に適合する」とは何を云うか。 

答 第二條に該当し且つ、第五條第二項に規定する要件を満たす規約を備えることを

云う。 

二、問 法人である労働組合が破産した場合の処置如何。 

答 法人である労働組合が破産をした場合には破産法の規定に従って破産手続に入る。

この場合単に債務超過の故を以て労働組合が解散することは妥当でないので一般の

法人と異り解散することはない。從って自然人の破産と同様の扱となるわけである。

この場合登記簿には当然破産登記が行われるから第三者を害する惧はない。 

三、問 法人である労働組合が登記後この法律の規定に適合しないものとなった時の処置

如何。 

答 現行労働法（注・労働組合法）施行令第三十條において非訟事件手続法第百五十

一條の二を準用しているので改正法成立後その施行令にも同様の規定をおきかかる

場合は同條に規定する。「登記ガ……許スベカラザルモノナルコトヲ発見シタルトキ」

として一定の手続後登記を抹消すべきものである。 

四、問 政令で規定すべき事項如何。 

答 現行法と同じく法人格取得の登記、移転登記、変更登記、清算登記等の登記事項、

期間等、管轄登記所、登記法、登記申請者、公告その他の手続規定を規定する予定

である。 
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第十二條（準用規定） 

一、問 改正法第十二條の準用規定において現行法第十七條で準用している民法第五十六

條第五十八條及び第五十九條を削除したのは何故か。 

答 民法第五十六條は理事が欠けた場合の假理事の選任に関する規定であるが労働組

合については役員が欠けるという事は考えられないことであって裁判所が仮理事の

選任を行う必要はないので削除した。 

次に民法第五十八條及び第五十九條は理事を監督する機関である理事とその職務に

関する規定であるが改正法においては第五條第二項第七号で組合財政については公

認会計士の会計監査人による檢査を行うことになっているので不必要と認め削除し

た。 

 

第十三條（免税） 

一、問 改正法案第十三條で地租家屋税を免税している〔免税していない？〕は何故か。 

答 所得税法人税を免除したのは労働組合が収入を本来の目的とするものではないか

らであって、地租家屋税は収入にかかわらず土地家屋等を所有していることに基い

て課せられるものであって、労働組合だからと言って土地家屋を所有しているとき

に地租家屋税を免除する理由はないからである。 

 

     第三章 労働協約 

第十四條（労働協約の効力の発生） 

一、問 第十四條の署名とは何か。 

答 署名とは当事者が自らその氏名を書くことであり印刷その他の手段によって氏名

をかくことは署名でない。即ち記名捺印のみではその記名が自署でなければならな

い。現行法においては労働協約はこれを書面に作成し記名捺印することによって効

力を発生したのであるが改正法案においては書面に作成し両当事者が自ら署名する

ことをもって効力を発生することとしたのである。 

二、問 爭議団は労働協約の当事者となりうるか。 

答 労働協約の当事者が労働組合及び使用者又はその団体であることは現行法におい

ても改正法案においても同様であって爭議団は労働協約の当事者とはなりえない。

ただ現行法においては第三十一條において労働委員会の関与した労働條件その他の

労働者の待遇に関する規準に関する協定は労働協約に準ずるものとされていたが、

改正法案においてはこれを削除しているので、爭議団の締結した協定は労働協約に

準ずるものとして取扱われないことになる。 

 

第十五條（労働協約の期間） 

一、問 有効期間を五年と定めた労働協約の効力及び有効期間を定めない労働協約の効力

如何。 

答 有効期間を五年と定めた労働協約は三年を越える部分は無効となり三年の有効期

間を定めた労働協約とみなされる。但し五年であることが協約の不可欠の要素とな

っていて五年以下ならば協約を締結しなかったであらうときは協約全部が無効とな
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る。 

次に有効期間を定めない労働協約は現行法のもとにおいては存在をゆるされたが改

正法案においては労働協約には必ず有効期間を定めなければならぬこととされてい

るから、その労働協約は効力を有しないことになる。この規定が設けられた趣旨は

無期限の労働協約はいつにても一方的に破棄しうるものであり労使関係を安定せし

めるのに十分でないからである。 

二、問 第十五條第二項の規定の趣旨如何。 

答 第十五條第二項の規定は自動的延長規定に関する規定である。自動延長規定を労

働協約に規定することをすべて禁止したものではなく、そのもたらす不合理な結果

を是正するために設けられたものである。即ち自動的延長規定によって労働協約の

効力が新協約成立まで延長されることになると当事者の一方が故意に交渉を遅延す

るというような場合には、他方が改訂しようとする條項を含む労働協約がいつまで

も効力を有することになる。改正案はこのような不合理な狀態を是正し自動的延長

規定によって労働協約の効力が延長された場合にも当事者の一方が廃止の意思表示

をしたときはその労働協約の効力を失わしめ労使双方が納得ゆくまで交渉し双方の

合意にもとづいて労働協約を締結しうるようにしようとするのが本項の設けられた

趣旨である。 

なお本項但書はいわゆる自動更新規定までを排除するものではないことを念のため

に規定したものである。 

 

第十六條（基準の効力） 

一、問 現行法第二十二條の括弧内の規定を第十六條において削除した理由如何。 

答 現行法第二十二條括弧内の規定は労働協約の中に基準決定のために設けられた機

関が存するときはその機関において定めた基準も労働協約の中において定められて

いる基準と同一の効力を有することを規定したものであるがこの規定はその解釈に

おいてその機関が定める基準も労働協約と同様に書面に作成することが必要である

のか、それとも口頭において決定した基準でもよいのかが明かでないのみでなく、

労働協約の実際面よりみても基準決定のために設けられた機関が基準を決定する場

合には書面に作製して当該労働協約の追加協約とするものが多い現狀にかんがみ削

除したのである。從って今後は労働協約の中に基準決定のための機関が設けられて

いる場合であっても基準を決定するときは書面に作成し当事者双方が署名捺印しな

ければ基準としての効力を生じないことになる。 

 

第十七條（一般的拘束力） 

一、問 第十七條及び第十八條中の「労働協約」とは労働協約の全部をいうのか、それと

も第十五條にいう「基準」のみをいうのか。 

答 第十七條及び第十八條中の「労働協約」の解釈は、現行法通りであって拡張適用

されるのは当該労働協約全部である。ただ所謂労働協約中に規定された債務的事項

については拡張適用不能の部分が存在するから、その部分については適用されない

ことになる。 
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二、問 第十七條及び第十八條中の「同種の労働者」とは如何なる者であるか。 

答 改正法案第十七條及び第十八條にいう「同種の労働者」とは労働協約の適用せら

るべき範囲によって異なる。例えば工場事業場の全従業員に適用される労働協約に

おいては当該工場事業場の従業員たるもの、工員のみに適用される労働協約につい

ては工員たるもの、旋盤工のみに適用される労働協約については旋盤工たるもの等

が夫々「同種の労働者」である。又組合加入が出来ない部課長の如きは当然その職

務上からみて同種の労働者の範囲に入らない。 

三、問 第十七條及び第十八條の規定によって一の労働協約が拡張適用された場合他の労

働協約の効力如何。 

答 第十七條及び第十八條の規定によって労働協約が拡張適用される場合には他に労

働協約がある場合であって、その労働協約の効力は停止されることになる。ただ労

働協約中に規定された所謂債務的部分については、拡張適用不能の部分が存在する

から、その限りにおいてはもしその協約が可分であれば効力を停止されない部分も

存在し得る。 

第十八條（地域的の一般的拘束力） 

一、問 改正法案第十八條の規定に基いて労働大臣又は都道府県知事の決定があった場合

当該労働協約の有効期間が満了しても決定を取消さない限り一般的拘束力は存続す

るか。 

答 当該労働協約はその有効期間が満了した場合又はそれが廃止された場合は失効す

るから本條の決定はその決定の取消を要せずその一般的拘束力は消滅する。 

二、問 現行法第二十四條第一項後段の行政官庁の職権による拡張適用の規定を廃止した

理由如何。 

答 本條の立法趣旨からみて協約当事者の申立がない場合に□ず（注・拘ず？）労働

大臣又は都道府県知事が拡張適用することは妥当でないからである。 

 

第四章 労働委員会 

第十九條（労働委員会） 

一、問 労働委員会は労働者の利益を護るために設置されるものと思うが如何。 

答 労働委員会は自由にして建設的な労働組合運動の発達を保護助成しようとする本

法の目的を達するために置かれた特別の機関であって労働者の利益を尊重すること

は当然であるが労使間の円滑な調整を図りもって社会公共の福祉を擁護すべき使命

を有するのであるから徒らに労働者の利益のみを偏重すべきではない。 

二、問 改正法案によれば労働委員会は労働大臣又は都道府県知事の所轄に属することに

なり、又労働省設置法案においても中央労働委員会が労働省の外局であることを規

定しているがこれでは從来強調されて来た労働委員会の独立性が失われるのではな

いか。 

答 改正法案において労働委員会が労働大臣又は都道府県知事の所轄に属することと

なり、又外局とする規定が労働省設置法案にもられたのは国家行政組織法の施行に

伴う措置であって、これによって委員会の独立的性格が変更されるものではない。
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労働委員会が独自の目的と組織とをもった合議制の機関である以上その專管に属す

る事務については労働大臣又は都道府県知事の指揮監督を受けないものであること

は從来と異らないのであって、労働省設置法案第七條第一号但書もその趣旨から設

けられてあるのである。国会との関係においては労働委員会の活動全体について労

働大臣が責任を有することはいうまでもないがこれは從来ともさうであり労働委員

会の独立性とは関係がない。 

三、問 現行法の「第三者委員」を改正法案で「公益を代表する者」に改めているのは如

何なる理由に基くのであるか。 

答 この改正は從来の第三者委員の性格について兎角の議論がありその本質が十分に

認識されない感があったのを今次改正案では特に公益を代表するものであることを

明らかにしたのであってその性格を変更しようとするものではない。又政府当局と

してはおよそ今日の社会では労資何れかの階級につく者があるのみで中立的な公益

を代表する者はありえないとするイデオロギーには賛□（注・賛同？）し難い。 

四、問 労働委員会の委員については現行法では委嘱という形式をとっているのを改正法

案では任命ということに変えている。これは官僚による労働委員会の支配を意とす

るものと思うが如何。 

答 委嘱を任命と変えたのは国の機関である中央労働委員会及び船員労働委員会の委

員が当然国家公務員の適用を受けることになるので委嘱という形式が許されないか

らであって、実体的に変化はない。最近の各種の委員会は殆ど委嘱の語を用いてお

らず任命といっている。労働委員会の委員に支配を及ぼそうとする意図などがあら

う筈がない。 

五、問 労働委員会の委員の任命に先立つ推薦及び同意の方法は現行法施行令の立前を踏

襲するつもりであるか。若しそうであれば昨年末の施行令改正で推薦資格を限定し

たことは不当であるから改正すべきであると思うがどうか。労働者委員については

労働者の選挙によらしめるべきでないか。 

答 昨年末の政令三百八十四号による現行施行令の一部改正は以前行政措置によって

組合員数を標準として推薦資格を定めていたのをその組織範囲を標準とすべきこと

を法文の上に明らかにし実質的には資格を拡大したものであり、中労委については

二以上の都道府県に亘る組織を有する使用者団体又は労働組合とし、地労委につい

て当該都道府県の区域内の使用者団体又は労働組合としたことは推薦の基礎を明確

にし広くあらゆる組合に推薦の機会を与え且つ労働大臣及び都道府県知事の任命に

関する責任を明確ならしめたもので妥当な改正と信じているので改正法施行令にお

いてもこの方法を踏襲致す所存である。労働行政の重要な一環を担う労働委員会の

委員を選挙によって決することは労働大臣及び都道府県知事の労働行政に関する責

任を不明確ならしめるものであって妥当でない。 

六、問 公益委員の任命については使用者委員及び労働者委員の同意を経てとあるが、こ

れは全員の同意を要する意であるか。 

答 同意は出来れば全員の同意を得ることが望ましいが使用者委員及び労働者委員の

同意があったと認られる限り必ずしも全員の同意を要しない。 

七、問 改正法案では現行法第二十六條第三項後段に定めのあった特別労働委員会の規定
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がないが廃止するのであるか。 

答 特別労働委員会は廃止する。これは從来実際に設けられた例が殆どなく又改正案

では労働委員会の権限のうち所謂準方法的高能（注・準司法的権能？）が拡大強化さ

れてあることからかかる臨時的な機関にこれを行わしめることは行政の一貫性ある

運営を阻害する虞れがあり、又行政機関の設置がすべて立法事項となった今日にお

いて労働大臣の専断によってかかる機関の改廃を許すが如き現在の制度は存続し得

ないと考えたからである。又実際上において労調法の調停委員制度を活用すれば特

に特別労働委員会を設ける必要はないと考える。 

八、問 現行施行令第三十七條ノ三によると必要があるときは労働大臣又は都道府県知事

は臨時委員を委嘱できることになっており現に都労委ではこれを活用して来ている

が、今次改正法案でこれを廃止したのは如何なる理由によるか。 

答 改正法案で臨時委員の制度を廃したのはこの制度が目指す目的が実際的には労調

法に基く調停委員会によって達成できるものであるし又準方法的機能（注・準司法

的機能？）の強化された改正案の立前からも臨時に委嘱された者がかかる機能を営

む事は妥当でないからである。 

九、問 改正法案によれば公益委員の任命について中労委では三人以上、地労委では二人

以上が同一の政党に属する者となってはならない旨を規定しているがかかる制限を

設けた趣旨如何。 

答 公益委員は第二十四條に規定する如く準司法的事務を行う権限を有するが、これ

は所謂調整的機能と異り審判的性質を有するものであるから公益委員の中正公平な

立場は努めて確保されなければならず特定の政党からのみ強く影響されるようなこ

とがないようにこのような制限がとられたのである。なお中労委三人以上、地労委

二人以上としたのは七人五人というそれぞれの員数に対応して適当であると考えた

からである。 

十、問 改正法案第十九條第九項にて「公益委員が自己の行為によってこの規定にて
、

い
、

触

してその資格を失ったときは」とあるのはいかなる場合をいうのであるか。正当の

合併の如き場合はいかん。又この場合の退職の順位如何。 

答 「自己の行為によって」とは入党、転党等この規定にて
、

い
、

触するに至った原因が

自己の行為による場合をいうから合併の場合でも個人入党の形式をふむ場合はこれ

に該当するが個人の意思によらないときは、たとえ三人以上の員数の委員が同一政

党に属することとなっても当然には退職とならないわけである。 

又退職の順位は最后に入党等の行為をしこの規定にて
、

い
、

触して資格を失ったものか

ら順にさかのぼるが同時に数人がて
、

い
、

触して資格を失ったときはその者はすべて退

職し欠員が生ずれば改めて任命することとなる。 

十一、問 改正法案第十九條第十項にいう罷免事由の中で「職務上の義務違反その他委員

たるに適しない非行」ということがあるが例えば労働者委員が調停を行いながら一

方に労働者として爭議を指導するが如き場合はこれに該当するか。 

答 労働委員会の委員はその職責の重大性に伴う当然の義務を有するのであって、苟

くも労働委員会の委員として調停に当っている者が、たとえ個人としてでも当事者

たる労働組合の爭議を指導又は煽動する等調停を妨げるような行為をする如きは明
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らかに本項に該当する。 

十二、問 労働委員会の委員を罷免するに当って明らかに罷免事由に該当するにもかかわ

らず労働委員会が同意しない場合は罷免することが出来ないのであるか。又ここの

同意は現行法では全員の同意となっているがこれを通常の過半数による同意とした

のは何故か。 

答 本項の趣旨は罷免事由に該当するか否かを行政庁の解釈だけに委せないで労働委

員会がそれを承認することが必要であるというのであるから労働委員会の同意が得

られない限り罷免することはできない。しかしながら現行法のように全員の同意を

要するとすれば労働委員会の各委員の拒否権が余りに強大となって適当でないので

改正案ではこの同意も通常の決議方法に從って決することにしたのである。 

十三、問 労働委員会の委員の俸給手当等を別に法律で定めるというが、いかなる法律に

よるのであるか。その法律は今国会に提出するか。 

答 概ね現在の労働委員会の委員の俸給手当等に対応した給与を定める法律を、目下

研究中である。 

この法律の成立までは国家公務員である中労委、船員労委の委員には新給与実施に

関する法律の定めるところに従って給与が支給されることになるし、地労委の委員

については国家公務員の例による。 

十四、問 労働委員会の運営を公正ならしめるには特に事務局職員の中立性を確保する必

要があると思うがこれが対策如何。 

答 事務局職員の公務員としての敎養指導については今後も大いに努力して行く所存

である。なほ国の機関である中労委、船員労委の事務局職員には当然国家公務員法

が適用されるからその中立性は他の公務員と同様に確保されることと信ずる。 

十五、問 地方労働委員会は都道府県知事の所轄するところとなるがこれは国家の機関で

あるのか、都道府県の機関であるのか。都道府県の機関であるとすれば條例で設置

を定めなければならないではないか。 

答 地方労働委員会は都道府県の機関である。從って財政上の経営負担も半額国庫負

担となってはいるが都道府県がこれに任じている。設置は改正案第十九條第一項で

なされその位置、名稱、管轄区域等は政令で定められることになるので設置條例は

必要はないが都道府県議会との関係や知事との権限関係は政令の定めるところに從

い中労委に準じて條例で規定すべきである。 

 

第二十條（労働委員会の権限） 

一、問 現行法第二十七條によれば労働委員会には改正法案第二十條に規定する権限の外

に労働爭議に関する統計の作成其の他労働事情の調査、団体交渉の斡旋その他労働

爭議の予防及び関係行政庁に対する建議等の権限があったがこれを廃止した理由如

何。 

答 前二者を廃したのはこれらの事務が労働省の事務と重複しているのをさけるため

であり建議権を廃したのはその事務が現行法施行後において労働基準法〔昭和22年

４月７日法律第49号〕に基いて定められた労働基準委員会〔同法100条１項〕に属す

るものとなったからである。 
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第二十一條（会議の公開） 

一、問 第二十一條に定める会議の公開は実は非公開を原則としての規定であり、これは

憲法第八十二條の精神からして妥当でないと思われるがどうか。又現行法第二十八

條で「又は関係者の請求あるときは」となっているのを削除したのは如何なる理由

に基くものであるか。 

答 憲法の規定は裁判所についての定であって事件の迅速的確な処置をその義務とす

る行政機関である労働委員会にこれを及ぼして考えることは当をえていない。特に

調停は無責任なる第三者を交えることはその円滑な運営を阻害する恐があることは

経験の敎えるところである。もっとも準司法的事務についての審問に当っては裁判

に準ずるものであってその審問は会議ではないのであって原則として公開とするこ

とが妥当であって中労委員側においてもそう定めるものと思われる。又現行法にあ

る「関係者の請求」を省いたのは從来の経験に鑑みて調停の円滑な運営の為には第

三者の傍聽を許さない方がよい場合が多いので会議を公開するかどうかは当事者の

希望の有無にかかわらず労働委員会の自ら決するところにすることが最も現実に適

合している。当事者のいずれか一方の申立があれば必ず公開することとすると経営

の秘密を洩らすことをおそれ或は不当に多数人傍聽人をくりこんで相手方又は委員

を威圧せんとする如き事例が從来往々とられたのである。 

十八、問 第二十一條第三項の規定によれば会議の定足数は一人〔労使及び公益委員各一

人以上〕ということになっているがこれは少くとも三人乃至二人とすべきではない

か。 

答 定足数はもとより最小限の場合を定めたのであって具体的事件の迅速な処理の便

宜上一人としたので、この点は現行施行令第四十一條の規定と同様である。 

 

第二十三條（秘密を守る義務） 

一、問 労働委員会の委員及び職員は国家公務員法の適用をうけるのであれば第二十三條

は重複ではないのか。 

答 地方労働委員会の委員及び職員には国家公務員法の適用がないからこの規定の意

味がある。又国家公務員の場合でもこの規定が優先している。 

 

第二十四條（公益委員のみで行う権限） 

一、問 第二十四條では所謂準司法的事務は公益委員のみで行うことを定めているが本来

労働委員会は労使及び第三者からなる民主的構成をもった独特の機関であってこの

三者構成ということが労働問題の解決に最も妥当な方途であるにかかわらず今日こ

の労働委員会の重大な権限の行使について労使委員を除外したことはいかなる理由

によるものか。 

答 労働委員会の機能のうち所謂調整的機能といわれるものは労働問題に理解があり

具体的事情に明るい労使公益各代表の三者をもって解決点を早期に発見し平和な調

整を行うことが理想であるが所謂準司法的機能は何が法であるかの判断に基き労働

者の権利を擁護し健全な労働組合の発達を期することを目的とし、その判断はすべ

て公正愼重を要し労使何れの利益にも傾いてはならないのであたかも裁判所の裁判
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に類するものであり弁護士又は檢事の如き立場にある労使の委員は決定に参加せし

めず公益委員のみが行うのが最も適当である。ただ事案の決定に当って事前の審問

には労使委員を参加せしめて意見を述べ尋問を行う等公正な判断の基礎を培うこと

にしているのである。 

 

第二十五條（中央労働委員会の権限） 

一、問 第二十五條第一項にいう中労委の優先管轄権の意義如何。又全国的に重要な問題

にかかる事件とはいかなるものか。 

答 優先して管轄するとは二以上の都道府県にわたり又は全國的に重要な問題にかか

る事件の斡旋調停、仲裁及び処分については中労委が行うのを原則とするが事案に

よっては適当な地労委を指定して行わせることもできるということである。又全国

的に重要な問題にかかる事件とは單に地域的規模において全国にわたるもののみな

らず事件そのものの発生は局地的であっても問題の性質が国家的影響をもつものを

いう。現行法〔施行令〕第三十六條と同趣旨のものを明確に定めたものである。 

二、問 第二十五條第二項は中労委の再審査権を定めたものと思うがかかる二審制をとっ

た理由はどこにあるか。 

答 中労委が再審査を行うのは労働組合がこの法律の規定に適合する旨の証據を提出

したときの地労委の認定及び不当労働行為に関する地労委の処分であるがこれは從

来の経驗に鑑みて事案の審査が全国的に統一される必要があること及び両者共に労

働者の基本的権利に重大な関係がある処であるから手続の愼重を期する必要がある

ことの理由によったものである。 

 

第二十六條（規則制定権） 

一、問 第二十六條では中央労働委員会が規則を制定できることになっているがこれは如

何なる必要に基くものであるか又いかなる性質をもちいかなる内容をもつものであ

るか。 

答 中央労働委員会はいわば労働委員会の中央機関である。自ら行う手続及び地労委

が行う手続について統一的な規則を定めて行うことが行政の一貫性の上から必要で

ある。中央労働委員会規則は国家行政組織法第十三條に定める規則であって單なる

内部手続ではなく法規たる性質を有するが政令や省令にて
、

い
、

触することはできない。

その内容とするところは第五條の証據の種類、形式、設立の手続、第十一條の証明

の手続、第二十七條の労働委員会の命令等の処分にかかる手続及び斡旋、調停、仲

裁等に関する手続その他労働委員会の処理上必要な手続である。かかる手続的事項

は労働委員会の特殊性に鑑み政令、省令を以て定めず、中央労働委員会が自ら規則

を定めることが最も適当であるからである。 

 

第二十七條（労働委員会の命令等） 

一、問 第二十七條の如き煩雜な手続を定めた理由如何。 

答 現行法第十一條の違反に対しては労働委員会の請求によって直ちに刑罰が課せら

れるのであるが使用者の不当労働行為は元来自然犯ではなくて労働者の権利を擁護
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するため使用者がかかる行為をすることを禁止したものであり、刑の威力により使

用者にかかる行為をなさしめないことを目的とするものである。從って一見かかる

行為が起ったときも單に使用者を罰すれば目的を達するのでなく速かにかかる行為

を中止せしめ又は正常なる労働関係に復帰せしめることがその目的であるべきであ

るが現行法の下では使用者が刑に処せられてもなほ且つ不当労働行為の中止又は原

狀の回復を肯んじないときは労働者は民事訴訟によって解雇無効確認の裁判を求め

なければならず時間と金に余裕のない労働者にはこれは殆ど不可能事であった。事

実不当労働行為の從来の例でも使用者が刑の宣告をうけたときには労働者は既にま

ち切れずに任意退職して他に就職しているというが如き例が多いのであ。かかる現

行法の欠陥を是正し労働者及び労働組合の権利を現実に即して擁護するのが改案の

立前である。 

しかしながら労働委員会の原狀回復命令等は通常は裁判所が行うような行為を行政

庁がするのであるから愼重な手続規定を定めなければならず又委員会の命令に対し

ては万一それが不当又は不法なる場合をうれへて使用者の権利を侵害しないように

注意すると共に労働問題の特殊性から迅速処理を必要とし、しかもこの命令に使用

者を従わせる為には強力な罰則を科することが必要であるので、かくの如く長文の

規定となったものである。 

二、問 本條の構成を簡単に說明するといかなるものであるか。 

  答 (1) 関係者から申立があった時は労働委員会は調査審問の後に命令を発する。 

    (2) 命令が地労委のものであれば使用者は十五日以内に中労委に再審査を申立

てるか又は三十日以内に行政事件として訴訟をおこすかどちらか一方とする

ことができる。 

    (3) どちらもしないときは命令は確定する。 

    (4) 命令が中労委のものであるときは三十日以内に訴訟をおこさなければ確定

する。 

    (5) 訴訟がはじまると確定判決に至るまで長時日を経るのでその間裁判所は労

働委員会の申立により仮処分的な緊急命令を発する。 

    (6) 訴訟は行政事件訴訟特例法の規定により行われ確定判決に至る。 

    (7) (3)(4)の確定命令(5)の裁判所の緊急命令(6)の確定判決違反にはそれぞれ

罰則がかかる。 

    (8) 労働者側も命令に不満の時は再審査申立訴訟提起等ができる。又中労委は職

権で地労委の命令を再審査できる。いずれも期間の制限はないが、(6)の確定

判決が出たときは中労委はも早や地労委の命令の再審査はできない。 

三、問 「審問」「調査」「反対尋問」「証據」とは如何なるものか。 

答 (1) 審問は裁判の弁論手続に準ずるものであって当事者をよび出して証言、意見

を陳述せしめ質問をする手続をいう。 

  (2) 調査は申立受理前にその組合が手続に参与する資格があるかどうかについ

て行い受理后に事実実態の調査をいうことの両方を含む。 

審問と調査とは共に第二十二條の強制権限を用いてすることができる。 

  (3) 反対尋問とは裁判でいえば裁判官に対して証人の行った証言について檢事、
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弁護人双方から交互にその証人に質問を行うごとき手続をいう。 

  (4) 証據とは人証、物証双方をいうが裁判の如き厳格な性格をもつものではなく

常識的意味のものである。 

四、問 第一第二項の労働委員会とは、中労委をいうか地労委をいうか。 

答 地労委と中労委と双方を含む。中労委については事件が二以上の都道府県にわた

り、又は全国的重要問題であるため自ら第一審として行った外第十項における準用

により再審査の場合の手続もこの規定による。 

五、問 第三項但書の意味如何。 

答 使用者が地労委の命令について再審査を中労委に申立てた時地労委の命令が直ち

に失効するのでは労働者保護にかけ、且つ濫訴にわたる虞があるから申立だけでは

効力は停止せず、中労委がいよいよ正式に取上る決定をしてからはじめて失効する

ことを規定したものである。 

六、問 労働委員会の命令の効力とはいかなるものか。 

答 命令に対しては当然使用者は従う義務は直ちに発生するが罰則で強制されるもの

ではない。又債務名義の効力はないから執行力もない。ただ事柄の性質が許せば行

政代執行法による代執行ができる。 

七、問 第四項の趣旨如何。 

答 使用者は労働委員会の命令に対しては行政訴訟事件訴訟特例法による訴訟をおこ

すことが当然出来るが仝法によれば地労委の命令については中労委の再審査を経た

後でなければ訴をおこせないのであるが事件の迅速処理の為に直ちに出訴すること

を許した。しかしながら一方に中労委で爭いつつ地方裁判所で爭うことを許すのは

徒らに事態を紛糾せしめるのみであるので、いずれか一方のみをとらしめることと

した。中労委の命令については、それが再審査による命令であらうと第一審の命令

であらうと行政上不服申立の途はないのであるから直ちに訴訟がおこせることは当

然である。然しながら訴訟を起すには「違法な権利侵害」が必要であるので労働委

員会の命令が不当ではあるが適法ではないときは更に爭う途はない。再審査申立は

当不当、法不法何れを理由としてでも爭い得る。而して三十日以内としたのは行政

事件訴訟特例法によれば出訴期間は六ヶ月間で長きに失するので三十日間に制限し

た。 

八、問 労働委員会の命令に何故に執行力をもたせないか。 

答 労働委員会の命令は必ず強制執行に適するものであるとの担保が法的にも物的に

もなく又当事者が相爭って、権利関係を確定するような裁判手続とは些か趣を異に

するので、直ちに債務名義を附することは適当でないからである。 

九、問 第五項の趣旨如何。 

答 使用者が訴訟により労働委員会の命令の効力を爭う時は通常相当長時日を要する

のでその確定までの間は労働委員会の命令はなほ効力は有するが、行政代執行法に

よる強制のみでは強制力が弱いので労働者保護にかける虞があるから仮処分的な緊

急命令を労働委員会の申立によって受訴裁判所が発し得ることとし、これを過料を

もって強制した（第三十二條）、一種の裁判所侮辱的のものである。この命令は裁判

所が必要により取り消し又は変更できる。命令の手続は民事訴訟法による決定手続
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による。 

一〇、問 第六項の趣旨如何。 

答 第四項において訴訟提起期間を規定したが第四項は中労委の第一審又は〔趣旨？〕

再審の命令及び中労委に再審査申立をしない時の地労委の命令についてのみ云って

いる。しかし地労委の命令につき中労委に再審査申立をした時でも中労委で申立棄

却等の事があった時は当然裁判所に行政訴訟をおこし得る筈であるが、かかる場合

の出訴期間は行政事件訴訟法により六ヶ月であるのか、それとも地労委の命令から

三十日であるのか等の疑問があるので中労委の終局的処分の時から三十日以内であ

ること〔を〕明らかにした。 

十一、問 第七項の趣旨如何。 

答 第七項では使用者が労働委員会の命令の効力を爭わない時のことを規定している。

即ち 

（一） 「当該労働委員会」が地労委であってその命令につき使用者が再審査申立

もせず訴訟も起さぬとき。 

（二） 「当該労働委員会」が中労委であってその為勿論再審査の申立もせず訴訟

もおこさぬ時は、その労働委員会の命令は当該使用者については爭う余地がない

ものとなり確定してこれに対する違反には過料が科せられる（第三十二條後段）。

而して裁判所が過料の裁判をおこすことができるように、その注意を喚起するた

め労働委員会の通知義務及び労働者の通知権を規定したもので刑事裁判に対する

告発と同様の事である。 

十二、問 第八項の趣旨如何。 

答 第七項までの手続は、すべて使用者の訴又は再審査に係るものであるが、中労委

が第二十五條の規定によって職権再審査又は労働者の申立による再審査が行えるこ

とは当然である。ただその再審査が労働委員会の命令か前項の規定によって確定し

た後に行われて使用者が確定した命令違反により過料を科せられた後になって地労

委の原命令が取りけされたりしては困るので確定判決後は職権たると労働者の申立

たるを問わず再審査が行えないことを規定したものである。 

十三、問 第九項の趣旨如何。 

答 第九項は第七項までの規定が專ら使用者の訴再審査請求についてのみいっている

ので労働者も地労委が命令を発しないとき又は命令を発したがまだ不充分だと思っ

たときに中労委に再審査を申し立てること、又は解雇無効確認の訴をおこすこと等

を妨げないことを規定したものである。再審査申立の手続は第二十五條及び中労委

規則の定めるところによるが労働委員会がたとえ命令を全く発しない時でも労働委

員会が違法に労働者の権利を侵害したものということは出来ないから行政事件訴訟

特例法により行政訴訟をおこすことはできない。從ってここにいう訴とは一般の民

事訴訟で解雇無効確認の訴等のもののみということになる。勿論仮処分等を申請す

ることを妨げるものではない。 

十四、問 使用者側の労働者の立入禁止、仮処分等と労働委員会の命令との関係如何。 

答 使用者が労働者の立入禁止仮処分をすること等は少しも差支えないか〔差支えな

いが？〕、労働委員会の命令が発せられた後にこれを矛盾する仮処分を申請し又は従
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来からある仮処分の申立を取り下げないときはその事が労働委員会の命令違反とな

り、命令が確定し又は確定判決で支持された時には罰則を科せられることになる。 

十五、問 第十項の趣旨如何。 

答 第十項では第一項、第二項の調査、審問、命令、交付などの手続は、労働委〔中

労委〕が再審査をするときも同等の手続による旨を規定したものである。 

十六、問 試案と異りたる点及びその理由。 

答 試案において 

（一） 労働委員会の命令は必ず裁判所の認可を得なければ刑罰が課せられないこと。 

（二） 認可は非訟事件手続法による一審且つ終審の手続で爭う途がないこと。 

（三） 認可された命令もなほ行政事件訴訟特例法により爭うことが出来てこの訴訟

により命令が取消、変更等を受ければ、命令は將来にわたりその効力を失うこと

を規定しているが、この手続は 

（一） 行政庁の処分につき裁判所が認可を与えることは三権分立の立前から妥当で

ないこと。 

（二） 裁判所の認可の決定については爭う余地がなくしかもそれに直ちに罰則が科

せられること。 

（三） 罰則が課せられた後になお命令が取りけされる余地があること。 

等の難点があるので改正案では 

（一） 認可手続をやめ命令は当事者が爭わない時又は訴訟で支持された時には確定

し直ちにこれに罰則を課することとし確定判決を経れば刑罰しからざる時は過料

を科することとした事。 

（二） 緊急命令の制度を設けて労働者の権利の迅速な保護をはかり手続を簡明にし

試案より数等の進歩をとげた。 

 

第五章 罰 則 

一、問 不当労働行為に関する罰則は現行法によれば一般刑事罰と同じく不当労働行為が

直に犯罪として罰せられたのに反し、改正法案では労働委員会の命令が確定判決に

よって支持された場合にのみ刑罰が科せられることとしているのはいかなる理由に

よるか。 

答 現行法では不当労働行為があると労働委員会の請求をまって訴追され刑罰を科せ

られることになっているが、労働者が失った地位の回復その他の原狀回復は民事訴

訟をもって爭う外には方法なく労働者の権利救済の方法としては極めて不十分であ

った。元来法の目的は使用者を罰することにあるのではなく労働問題に関しては労

働関係を正常な狀態にもどし労働者の権利を回復し擁護することにあるのであるか

ら改正法案では專ら労働者の権利救済に意を注ぎ労働委員会は具体的な現狀回復等

の命令を発しまた裁判所はその履行を確保するために仮処分的な命令を発しこの裁

判所の命令に從わないとき又は確定した労働委員会の命令に従わないときは罰則第

三十二号で十万円以下の過料に処することとし、而もその過料は作為命令であると

きは履行されるまで一日につき十万円、不作為命令であるときには違反の作為一回

につき十万円という方法をとって極力救済の実現に努めているのである。更になお
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労働委員会の命令が確定判決によって支持されたときは禁錮刑をも科し且つ場合に

よっては罰金刑と併科し得ることにしているから現行法の規定よりは数段権利の確

保という点では進歩したものである。 

 

附 則 

一、問 附則でこの法律の施行に三十日の猶予期間を置いているのは不必要で公布即日施

行とすべきでないか。 

答 今次改正案は一部改正であるが規約改正その他の為の期間及び労働者、労働組合

に周知徹底せしめるための期間が必要であり、又手続的な改正が多く殊に労働委員

会の行う認定や命令については従来と全く変った新しい方法が採られているので施

行令及び中央労働委員会規則を整備するためには一ヶ月程度を要すると認められ又

労政職員の敎育期間をもみなければならずこのような猶予をおいたのである。尤も

猶予期間は三十日以内であるので緊急の必要があれば直ちに施行もできるわけであ

る。 

二、問 附則第二項の但書では三十日以内に労働委員会の証明を受けなければならない旨

の定があるが若し証明をうけることなく三十日を経過したときは法人格はどうなる

か。 

答 法人である労働組合と雖も労働委員会に対してこの法律の規定に適合する旨の立

証をしなければこの法律及び労調法に定める手続に参する資格を有せず且つ救済を

与えられないことは第五條の規定から明らかであるから証明をうけないということ

は考えられないが万一そのようなことが生じても当然には法人格を失うことはない。 

三、問 附則第四項は必要な規定であるのか。 

答 これはこの法案が法律として施行になると従前の労組法は消滅し現に労働委員会

に係属中の事件の処理について根據法規がなくなり、それかといって新法律に基い

て処理することもできないのでこの経過規定が置かれたのである。 
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